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第８１号議案 

教育委員会委員の任命について 

本市教育委員会委員に下記の者を任命するにつき、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により同意を求める。 

令和４年９月２日 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志 

記 

伊 東 哲 

昭 和

－1－



 

－2－



第８２号議案 

 

      

公平委員会委員の選任について 

 

 

本市公平委員会委員に下記の者を選任するにつき、地方公務員法第９条の２第

２項の規定により同意を求める。 

 

 

令和４年９月２日 

 

 

                提出者  八王子市長 石 森 孝 志 

 

 

 

                 記 

 

     

         本 義 一 

          

－3－



 

－4－



第８３号議案 

 

 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

 本市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任するにつき、地方税法第

４２３条第３項の規定により同意を求める。 

 

 

令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志 

 

 

 

                 記 

 

      

         番 場 弘 文 

          

－5－



 

－6－



第８４号議案 

 

 

自治功労者の推戴について 

 

 

本市自治功労者に下記の者を推戴するにつき、八王子市表彰条例第１０条第１

項の規定により同意を求める。 

 

 

令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志 

 

 

 

 記 

 

             田 中 ナオミ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－7－



 

 

－8－



第８５号議案 

 

 

     令和４年度八王子市一般会計補正予算（第３号）について 

 

 

 令和４年度八王子市一般会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定めるにつき、

地方自治法第２１８条第１項の規定により議決を求める。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

－9－



 

－10－



第８６号議案 

 

 

     令和４年度八王子市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）について 

 

 

 令和４年度八王子市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のと

おり定めるにつき、地方自治法第２１８条第１項の規定により議決を求める。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

－11－



 

－12－



第８７号議案 

 

 

     令和４年度八王子市介護保険特別会計補正予算（第１号）

について 

 

 

 令和４年度八王子市介護保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定め

るにつき、地方自治法第２１８条第１項の規定により議決を求める。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

－13－



 

－14－



第８８号議案 

 

 

     令和４年度八王子市借入金管理特別会計補正予算（第１ 

号）について 

 

 

 令和４年度八王子市借入金管理特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定

めるにつき、地方自治法第２１８条第１項の規定により議決を求める。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

－15－



 

－16－



第８９号議案 

 

 

     令和４年度八王子市給与及び公共料金特別会計補正予算

（第３号）について 

 

 

 令和４年度八王子市給与及び公共料金特別会計補正予算（第３号）を別冊のと

おり定めるにつき、地方自治法第２１８条第１項の規定により議決を求める。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

－17－



 

－18－



第９０号議案 

 

     八王子市議会議員及び八王子市長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例設定につい

て 

 

 八王子市議会議員及び八王子市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志 

 

 

   八王子市議会議員及び八王子市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例 

 八王子市議会議員及び八王子市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例（平成６年八王子市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

（自動車の使用の公費負担額及び支払手 

続）  

（自動車の使用の公費負担額及び支払手 

続） 

第４条 八王子市は、候補者（前条の規定に

よる届出をした者に限る。）が同条の契約

に基づき当該契約の相手方である一般乗用

旅客自動車運送事業者その他の者（以下

「一般乗用旅客自動車運送事業者等」とい

う。）に支払うべき金額のうち、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額

を、第２条ただし書に規定する要件に該当

する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車

運送事業者等からの請求に基づき、当該一

般乗用旅客自動車運送事業者等に対して支

払う。 

第４条 八王子市は、候補者（前条の規定に

よる届出をした者に限る。）が同条の契約

に基づき当該契約の相手方である一般乗用

旅客自動車運送事業者その他の者（以下

「一般乗用旅客自動車運送事業者等」とい

う。）に支払うべき金額のうち、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額

を、第２条ただし書に規定する要件に該当

する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車

運送事業者等からの請求に基づき、当該一

般乗用旅客自動車運送事業者等に対して支

払う。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 当該契約が一般運送契約以外の契約で

ある場合 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれに定める金額 

⑵ 当該契約が一般運送契約以外の契約で

ある場合 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれに定める金額 

－19－



ア 当該契約が自動車の借入れ契約であ

る場合 当該自動車（同一の日におい

て自動車の借入れ契約により２台以上

の自動車が使用される場合には、当該

候補者が指定するいずれか１台の自動

車に限る。）のそれぞれにつき、自動

車として使用された各日についてその

使用に対し支払うべき金額（当該金額

が１万６，１００円を超える場合に

は、１万６，１００円）の合計金額 

ア 当該契約が自動車の借入れ契約であ

る場合 当該自動車（同一の日におい

て自動車の借入れ契約により２台以上

の自動車が使用される場合には、当該

候補者が指定するいずれか１台の自動

車に限る。）のそれぞれにつき、自動

車として使用された各日についてその

使用に対し支払うべき金額（当該金額

が１万５，８００円を超える場合に

は、１万５，８００円）の合計金額 

イ 当該契約が自動車の燃料の供給に関

する契約である場合 当該契約に基づ

き当該自動車に供給した燃料の代金

（当該自動車（これに代わり使用され

る他の自動車を含む。）が既に前条の

届出に係る契約に基づき供給を受けた

燃料の代金と合算して、７，７００円

に当該候補者につき法第８６条の４第

１項、第２項、第５項、第６項又は第

８項の候補者の届出のあった日から当

該選挙の期日の前日までの日数から前

号の契約が締結されている日数を除い

た日数を乗じて得た金額に達するまで

の部分の金額であることにつき、委員

会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、委員会が確認し

たものに限る。） 

イ 当該契約が自動車の燃料の供給に関

する契約である場合 当該契約に基づ

き当該自動車に供給した燃料の代金

（当該自動車（これに代わり使用され

る他の自動車を含む。）が既に前条の

届出に係る契約に基づき供給を受けた

燃料の代金と合算して、７，５６０円

に当該候補者につき法第８６条の４第

１項、第２項、第５項、第６項又は第

８項の候補者の届出のあった日から当

該選挙の期日の前日までの日数から前

号の契約が締結されている日数を除い

た日数を乗じて得た金額に達するまで

の部分の金額であることにつき、委員

会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、委員会が確認し

たものに限る。） 

ウ （略） ウ （略） 

  

（ビラの作成の公費負担額及び支払手続） （ビラの作成の公費負担額及び支払手続） 

第８条 八王子市は、候補者（前条の規定に

よる届出をした者に限る。）が同条の契約

に基づき当該契約の相手方であるビラの作

成を業とする者に支払うべき金額のうち、

当該契約に基づき作成されたビラの１枚当

たりの作成単価（当該作成単価が、１枚当

たり７円７３銭を超える場合には、７円７

３銭）に当該ビラの作成枚数（当該候補者

を通じて法第１４２条第１項第６号に定め

る枚数の範囲内のものであることにつき、

委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。）を乗じて得た金額を、第６条

後段において準用する第２条ただし書に規

定する要件に該当する場合に限り、当該ビ

ラの作成を業とする者からの請求に基づ

き、当該ビラの作成を業とする者に対して

支払う。 

第８条 八王子市は、候補者（前条の規定に

よる届出をした者に限る。）が同条の契約

に基づき当該契約の相手方であるビラの作

成を業とする者に支払うべき金額のうち、

当該契約に基づき作成されたビラの１枚当

たりの作成単価（当該作成単価が、１枚当

たり７円５１銭を超える場合には、７円５

１銭）に当該ビラの作成枚数（当該候補者

を通じて法第１４２条第１項第６号に定め

る枚数の範囲内のものであることにつき、

委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。）を乗じて得た金額を、第６条

後段において準用する第２条ただし書に規

定する要件に該当する場合に限り、当該ビ

ラの作成を業とする者からの請求に基づ

き、当該ビラの作成を業とする者に対して

支払う。 

  

（ポスターの作成の公費負担額及び支払手 （ポスターの作成の公費負担額及び支払手 

－20－



続） 続） 

第１１条 八王子市は、候補者（前条の規定

による届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方であるポスタ

ーの作成を業とする者に支払うべき金額の

うち、当該契約に基づき作成されたポスタ

ーの１枚当たりの作成単価（当該作成単価

が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号

に定める金額に３１６，２５０円を加えた

金額を当該選挙が行われる区域におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額（１円

未満の端数がある場合には、その端数は１

円とする。）を超える場合には、当該除し

て得た金額）に当該ポスターの作成枚数

（当該候補者を通じて当該選挙が行われる

区域におけるポスター掲示場の数の範囲内

のものであることにつき、委員会が定める

ところにより、当該候補者からの申請に基

づき、委員会が確認したものに限る。）を

乗じて得た金額を、第９条後段において準

用する第２条ただし書に規定する要件に該

当する場合に限り、当該ポスターの作成を

業とする者からの請求に基づき、当該ポス

ターの作成を業とする者に対して支払う。 

 

第１１条 八王子市は、候補者（前条の規定

による届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方であるポスタ

ーの作成を業とする者に支払うべき金額の

うち、当該契約に基づき作成されたポスタ

ーの１枚当たりの作成単価（当該作成単価

が、２７円５０銭に当該選挙が行われる区

域におけるポスター掲示場の数から５００

を減じた数を乗じて得た金額に５７３，０

３０円を加えた金額を当該選挙が行われる

区域におけるポスター掲示場の数で除して

得た金額（１円未満の端数がある場合に

は、その端数は１円とする。）を超える場

合には、当該除して得た金額）に当該ポス

ターの作成枚数（当該候補者を通じて当該

選挙が行われる区域におけるポスター掲示

場の数の範囲内のものであることにつき、

委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。）を乗じて得た金額を、第９条

後段において準用する第２条ただし書に規

定する要件に該当する場合に限り、当該ポ

スターの作成を業とする者からの請求に基

づき、当該ポスターの作成を業とする者に

対して支払う。 

⑴ 当該選挙が行われる区域におけるポス

ター掲示場の数が５００以下である場合 

  ５４１円３１銭に当該ポスター掲示場

の数を乗じて得た金額 

⑵ 当該選挙が行われる区域におけるポス

ター掲示場の数が５００を超える場合 

２７０，６５５円と２８円３５銭にその

５００を超える数を乗じて得た金額との

合計金額 

 

  

  
   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。
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第９１号議案 

 

     八王子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一 

部を改正する条例設定について 

 

 八王子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を 

次のとおり設定するものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条 

例 

 八王子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年八王子市条 

例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （任命権者の報告事項）  （任命権者の報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の

状況に関し、任命権者が報告しなければな

らない事項は、職員（臨時的に任用された

職員及び非常勤職員（地方公務員法第２２

条の２第１項第２号に掲げる職員及び同法

第２２条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。）を除く。以下

同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の

状況に関し、任命権者が報告しなければな

らない事項は、職員（臨時的に任用された

職員及び非常勤職員（地方公務員法第２８

条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員及び同法第２２条の２第１項第

２号に掲げる職員を除く。）を除く。以下

同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

 ⑴～⑾ （略） 

 

 ⑴～⑾ （略） 

  
   附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第６条第

１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された

職員は、この条例による改正後の八王子市人事行政の運営等の状況の公表に関
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する条例第３条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。 
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第９２号議案 

 

八王子市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

設定について 

 

 八王子市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり設定す

るものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

                提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 八王子市職員の定年等に関する条例（昭和５９年八王子市条例第２８号）の一

部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

目次  

第１章 総則（第１条）  

第２章 定年制度（第２条―第５条）  

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６

条―第１１条） 

 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１

２条・第１３条） 

 

第５章 雑則（第１４条）  

 附則  

  

   第１章 総則  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号。以下「法」とい 

う。）第２２条の４第１項及び第２項、第

２２条の５第１項、第２８条の２、第２８

条の５、第２８条の６第１項及び第２項並

びに第２８条の７の規定に基づき、職員の

定年等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２８条の２第１項

及び第２項並びに第２８条の３の規定に基

づき、職員の定年等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

  

第２章 定年制度  
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（定年による退職） （定年による退職） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

  

（定年） （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６５年とする。 第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。

ただし、保健所において医療業務に従事す

る医師の定年は、年齢６５年とする。 

  

（定年による退職の特例） （定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第

２条の規定により退職すべきこととなる場

合において、次に掲げる事由があると認め

るときは、同条の規定にかかわらず、当該

職員に係る定年退職日の翌日から起算して

１年を超えない範囲内で期限を定め、当該

職員を当該定年退職日において従事してい

る職務に従事させるため、引き続き勤務さ

せることができる。ただし、第９条第１項

及び第２項の規定により異動期間（同条第

１項に規定する異動期間をいう。以下この

項及び次項において同じ。）（これらの規

定により延長された期間を含む。）を延長

した職員であつて、定年退職日において管

理監督職（第６条本文に規定する職をい

う。以下この条及び次章において同じ。）

を占めている職員については、第９条第１

項又は第２項の規定により当該異動期間を

延長した場合であつて、引き続き勤務させ

ることについて市長の承認を得たときに限

るものとし、当該期限は、当該職員が占め

ている管理監督職に係る異動期間の末日の

翌日から起算して３年を超えることができ

ない。 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第

２条の規定により退職すべきこととなる場

合において、次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、その職員に係る定年退

職日の翌日から起算して１年を超えない範

囲内で期限を定め、その職員を当該職務に

従事させるため引き続いて勤務させること

ができる。 

⑴ 当該職務が高度の知識、技能又は経験

を必要とするものであるため、当該職員

の退職により生ずる欠員を容易に補充す

ることができず公務の運営に著しい支障

が生ずること。 

⑴ 当該職務が高度の知識、技能又は経験

を必要とするものであるため、その職員

の退職により公務の運営に著しい支障が

生ずるとき。 

⑵ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務

条件に特殊性があるため、当該職員の退

職により生ずる欠員を容易に補充するこ

とができず公務の運営に著しい支障が生

ずること。 

⑵ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務

条件に特殊性があるため、その職員の退

職による欠員を容易に補充することがで

きないとき。 

⑶ 当該職務を担当する者の交替が当該業

務の遂行上重大な障害となる特別の事情

があるため、当該職員の退職により公務

の運営に著しい支障が生ずること。 

⑶ 当該職務を担当する者の交替がその業

務の遂行上重大な障害となる特別の事情

があるため、その職員の退職により公務

の運営に著しい支障が生ずるとき。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規

定により延長された期限が到来する場合に

おいて、前項各号に掲げる事由が引き続き

あると認めるときは、市長の承認を得て、

これらの期限の翌日から起算して１年を超

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規

定により延長された期限が到来する場合に

おいて、前項の事由が引き続き存すると認

めるときは、１年を超えない範囲内で期限

を延長することができる。ただし、その期
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えない範囲内で期限を延長することができ

る。ただし、当該期限は、当該職員に係る

定年退職日（同項ただし書に規定する職員

にあつては、当該職員が占めている管理監

督職に係る異動期間の末日）の翌日から起

算して３年を超えることができない。 

限は、その職員に係る定年退職日の翌日か

ら起算して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を

引き続き勤務させる場合又は前項の規定に

より期限を延長する場合には、当該職員の

同意を得なければならない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を

引き続いて勤務させる場合又は前項の規定

により期限を延長する場合には、当該職員

の同意を得なければならない。 

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続

き勤務することとされた職員及び第２項の 

規定により期限が延長された職員につい

て、第１項の期限又は第２項の規定により

延長された期限が到来する前に第１項各号

に掲げる事由がなくなつたと認めるとき

は、当該職員の同意を得て、期日を定めて

当該期限を繰り上げるものとする。 

４ 任命権者は、第１項の期限又は第２項の

規定により延長された期限が到来する前に

第１項の事由が存しなくなつたと認めると

きは、当該職員の同意を得て、期日を定め

てその期限を繰り上げて退職させることが

できる。 

５ （略） ５ （略） 

  

第３章 管理監督職勤務上限年齢制  

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる

管理監督職） 

 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条

例で定める職は、八王子市職員の給与に関

する条例（昭和２６年八王子市条例第２１

号）第２０条第１項に規定する管理職手当

を支給される職員の職とする。ただし、保

健所において医療業務に従事する医師が占

める職を除くものとする。 

 

  

（管理監督職勤務上限年齢）  

第７条 法第２８条の２第１項の管理監督職

勤務上限年齢は、年齢６０年とする。 

 

  

（他の職への降任等を行うに当たつて遵守

すべき基準） 

 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項

に規定する他の職への降任等（以下この章

において「他の職への降任等」という。）

を行うに当たつては、法第１３条、第１５

条、第２３条の３、第２７条第１項及び第

５６条に定めるもののほか、次に掲げる基

準を遵守しなければならない。 

 

⑴ 当該職員の人事評価の結果、勤務の状

況、職務経験等に基づき、降任又は転任

（降給を伴う転任に限る。）（以下この

条において「降任等」という。）をしよ

うとする職の属する職制上の段階の標準

的な職に係る法第１５条の２第１項第５

号に規定する標準職務遂行能力及び当該

降任等をしようとする職についての適性
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を有すると認められる職に、降任等をす

ること。 

⑵ 人事の計画その他の事情を考慮した上

で、管理監督職以外の職又は管理監督職

勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える

管理監督職のうちできる限り上位の職制

上の段階に属する職に、降任等をするこ

と。 

 

⑶ 当該職員の他の職への降任等をする

際、同時に、当該職員が占めていた管理

監督職が属する職制上の段階より上位の

職制上の段階に属する管理監督職を占め

る職員（以下この号において「上位職職

員」という。）の他の職への降任等をす

る場合には、やむを得ないと認められる

場合を除き、上位職職員の降任等をした

職が属する職制上の段階と同じ職制上の

段階又は当該職制上の段階より下位の職

制上の段階に属する職に、降任等をする

こと。 

 

  

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及

び管理監督職への任用の制限の特例） 

 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をす

べき管理監督職を占める職員について、次

に掲げる事由があると認めるときは、当該

職員が占める管理監督職に係る異動期間

（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上

限年齢に達した日の翌日から同日以後にお

ける最初の４月１日までの間をいう。以下

この章において同じ。）の末日の翌日から

起算して１年を超えない期間内（当該期間

内に定年退職日がある職員にあつては、当

該異動期間の末日の翌日から定年退職日ま

での期間内）で当該異動期間を延長し、引

き続き当該管理監督職を占める職員に、当

該管理監督職を占めたまま勤務をさせるこ

とができる。 

 

⑴ 当該職務が高度の知識、技能又は経験

を必要とするものであるため、当該職員

の他の職への降任等により生ずる欠員を

容易に補充することができず公務の運営

に著しい支障が生ずること。 

 

⑵ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務

条件に特殊性があるため、当該職員の他

の職への降任等により生ずる欠員を容易

に補充することができず公務の運営に著

しい支障が生ずること。 

 

⑶ 当該職務を担当する者の交替が当該業

務の遂行上重大な障害となる特別の事情

があるため、当該職員の他の職への降任

等により公務の運営に著しい支障が生ず
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ること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定によ

り異動期間（これらの規定により延長され

た期間を含む。）が延長された管理監督職

を占める職員について、前項各号に掲げる

事由が引き続きあると認めるときは、市長

の承認を得て、延長された当該異動期間の

末日の翌日から起算して１年を超えない期

間内（当該期間内に定年退職日がある職員

にあつては、延長された当該異動期間の末

日の翌日から定年退職日までの期間内）で

延長された当該異動期間を更に延長するこ

とができる。ただし、更に延長される当該

異動期間の末日は、当該職員が占める管理

監督職に係る異動期間の末日の翌日から起

算して３年を超えることができない。 

 

  

（異動期間の延長等に係る職員の同意）  

第１０条 任命権者は、前条の規定により異

動期間を延長する場合には、あらかじめ職

員の同意を得なければならない。 

 

  

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措

置） 

 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により

異動期間を延長した場合において、当該異

動期間の末日の到来前に当該異動期間の延

長の事由が消滅したときは、他の職への降

任等をするものとする。 

 

  

第４章 定年前再任用短時間勤務制  

（定年前再任用短時間勤務職員の任用）  

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した

日以後に退職（臨時的に任用される職員そ

の他の法律により任期を定めて任用される

職員及び非常勤職員が退職する場合を除

く。）をした者（以下この条及び次条にお

いて「年齢６０年以上退職者」という。）

を、従前の勤務実績その他の市規則で定め

る情報に基づく選考により、短時間勤務の

職（当該職を占める職員の１週間当たりの

通常の勤務時間が、常時勤務を要する職で

その職務が当該短時間勤務の職と同種の職

を占める職員の１週間当たりの通常の勤務

時間に比し短い時間である職をいう。以下

この条及び次条において同じ。）に採用す

ることができる。ただし、年齢６０年以上

退職者がその者を採用しようとする短時間

勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間

勤務の職を占める職員が、常時勤務を要す

る職でその職務が当該短時間勤務の職と同

種の職を占めているものとした場合におけ
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る定年退職日をいう。）を経過した者であ

るときは、この限りでない。 

  

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によ

るほか、組合（東京市町村総合事務組合、

東京都十一市競輪事業組合、東京都六市競

艇事業組合、南多摩斎場組合、東京たま広

域資源循環組合及び多摩ニュータウン環境

組合並びに東京都後期高齢者医療広域連合

をいう。）の年齢６０年以上退職者を、従

前の勤務実績その他の市規則で定める情報

に基づく選考により、短時間勤務の職に採

用することができる。 

 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の

規定を準用する。 

 

  

第５章 雑則  

（雑則）  

第１４条 この条例の実施に関し必要な事項

は、市規則で定める。 

 

  

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（定年に関する経過措置） （経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３

１日までの間における第３条の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる期間の

区分に応じ、同条中「６５年」とあるのは

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 第４条の規定は、地方公務員法の一部を

改正する法律（昭和５６年法律第９２号。

以下「改正法」という。）附則第３条の規

定により職員が退職すべきこととなる場合

について準用する。この場合において、第 

 令和５年４月１日から令和７年

３月３１日まで 

６１年  ４条第１項中「第２条」とあるのは「地方

公務員法の一部を改正する法律（昭和５６ 

 令和７年４月１日から令和９年

３月３１日まで 

６２年  年法律第９２号）附則第３条」と、同項及

び同条第２項中「その職員に係る定年退職 

 令和９年４月１日から令和１１

年３月３１日まで 

６３年  日」とあるのは、「昭和６０年３月３１ 

日」と読み替えるものとする。 

 令和１１年４月１日から令和１

３年３月３１日まで 

６４年   

３ 令和５年４月１日から令和１３年３月３

１日までの間において、八王子市職員の定

年等に関する条例の一部を改正する条例

（令和４年八王子市条例第  号。次項に

おいて「令和４年改正条例」という。）に

よる改正前の第３条ただし書に規定する医

師については、前項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

 

（情報の提供及び勤務の意思の確認）  

４ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に

任用される職員その他の法律により任期を

定めて任用される職員、非常勤職員及び令

和４年改正条例による改正前の第３条ただ

し書に規定する医師を除く。以下この項に

おいて同じ。）が年齢６０年に達する日の
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属する年度の前年度（以下この項において

「情報の提供及び勤務の意思の確認を行う

べき年度」という。）（情報の提供及び勤

務の意思の確認を行うべき年度に職員でな

かつた者で、当該情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度の末日後に採用さ

れた職員（異動等により情報の提供及び勤

務の意思の確認を行うべき年度の末日を経

過することとなつた職員（以下この項に

おいて「末日経過職員」という。）を除

く。）にあつては当該職員が採用された日

から同日の属する年度の末日までの期間、

末日経過職員にあつては当該職員の異動等

の日が属する年度（当該日が年度の初日で

ある場合は、当該年度の前年度））におい

て、当該職員に対し、当該職員が年齢６０

年に達する日以後に適用される任用及び給

与に関する措置の内容その他の必要な情報

を提供するものとするとともに、同日の翌

日以後における勤務の意思を確認するよう

努めるものとする。 

  

  
   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。ただし、附則第１１条の規定は、公布の日から施行する。 

（勤務延長に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、施行日前にこの条例による改正前の八王子市職員の定年等

に関する条例（以下「旧条例」という。）第４条第１項又は第２項の規定によ

り勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限（同条第１項の期限又は同

条第２項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。）が

施行日以後に到来する職員（以下この項において「旧条例勤務延長職員」とい

う。）について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限

が到来する場合において、この条例による改正後の八王子市職員の定年等に関

する条例（以下「新条例」という。）第４条第１項各号に掲げる事由があると

認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１年を超

えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条

例勤務延長職員に係る旧条例第２条に規定する定年退職日の翌日から起算して

３年を超えることができない。 
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２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和

１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）

から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年（新条例

第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定

年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第３条に規

定する定年）を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他

の市規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間に新条

例第４条第１項若しくは第２項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５

項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日

における当該職に係る新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の

前日における旧条例第３条に規定する定年）に達している職員（当該市規則で

定める職にあっては、市規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任す

ることができない。 

３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務につ

いて準用する。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における

最初の３月３１日（以下この条から附則第６条までにおいて「年齢６５年到達

年度の末日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとす

る常時勤務を要する職に係る旧条例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。

以下同じ。）（施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更

等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されて

いたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第１

項において同じ。）に達しているものを、従前の勤務実績その他の市規則で定

める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時

勤務を要する職に採用することができる。 

⑴ 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

⑵ 旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項又

は前条第１項の規定により勤務した後退職した者 
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⑶ ２０年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあ

る者 

⑷ ２０年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、

旧地方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２

８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。）又は暫

定再任用（この項若しくは次項、次条第１項若しくは第２項、附則第５条第

１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用する

ことをいう。次項第６号において同じ。）をされたことがある者 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６

５年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常

時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その

他の市規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を

定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

⑴ 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

⑵ 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職

した者 

⑶ 施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、令和３年

改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第

２２条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

⑷ 施行日以後に新条例第１３条第１項の規定により採用された者のうち、新

地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条

の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

⑸ ２０年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除

く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日まで

の間にある者 

⑹ ２０年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除 

く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの
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間に、暫定再任用をされたことがある者 

３ 前２項の規定により定められた任期又はこの項の規定により更新された任期

は、１年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日

は、前２項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者

の年齢６５年到達年度の末日以前でなければならない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附則

第５条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採

用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項の規定によ

る任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績

が良好である場合に行うことができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫

定再任用職員の同意を得なければならない。 

第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、組合（東京市町村総合事務

組合、東京都十一市競輪事業組合、東京都六市競艇事業組合、南多摩斎場組合、

東京たま広域資源循環組合及び多摩ニュータウン環境組合並びに東京都後期高

齢者医療広域連合をいう。次項及び附則第６条において同じ。）における前条

第１項各号に掲げる者のうち、年齢６５年到達年度の末日までの間にある者で

あって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達

している者を、従前の勤務実績その他の市規則で定める情報に基づく選考によ

り、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用する

ことができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、

組合における同項各号に掲げる者のうち、年齢６５年到達年度の末日までの間

にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条

例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の市規則で定める情報に基づ

く選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職

に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第５条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、

附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、年齢６５年到達年度の末日までの間
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にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第１２

条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢

（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時

間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年（施行

日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等によ

り名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置

されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要す

る職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条

例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。次条第１項において同じ。）に達

しているものを、従前の勤務実績その他の市規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用するこ

とができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４

第４項の規定にかかわらず、附則第３条第２項各号に掲げる者のうち、年齢６

５年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短

時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常

時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているも

のとした場合における新条例定年をいう。次条第２項及び附則第１０条におい

て同じ。）に達しているもの（新条例第１２条の規定により当該短時間勤務の

職に採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の市規則で

定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短

時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用す

る。 

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第２２条の

５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわ

らず、組合における附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、年齢６５年到達

年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務

の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の市

規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、
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当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、

新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条

の４第４項の規定にかかわらず、組合における附則第３条第２項各号に掲げる

者のうち、年齢６５年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採

用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者（新

条例第１３条第１項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる

者を除く。）を、従前の勤務実績その他の市規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用するこ

とができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用す

る。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職と

する。 

⑴ 施行日以後に新たに設置された職 

⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職

が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定

する定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公

務員法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合にお

ける令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方

公務員法第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

⑴ 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務

員法第２２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の
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前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時

勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものと

したときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及

び職員） 

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職の

うち、当該職が基準日（附則第３条から第６条までの規定が適用される間にお

ける各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）

の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年

が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。 

⑴ 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

⑵ 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を

含む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が

基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職

に係る新条例定年に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する

職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当

該職に係る新条例定年に達している職員とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第１０条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１

１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。）か

ら基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が

基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに

相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の市規則で定める短時

間勤務の職（以下この条において「新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職」

という。）に、基準日の前日までに新条例第１２条に規定する年齢６０年以上

退職者となった者（基準日前から新条例第４条第１項又は第２項の規定により

勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の前日において

同日における当該新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相
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当年齢に達している者（当該市規則で定める短時間勤務の職にあっては、市規

則で定める者）を、新条例第１２条又は第１３条第１項の規定により採用する

ことができず、新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第１２条又

は第１３条第１項の規定により採用された職員（以下この条において「定年前

再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日における

当該新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達し

ている定年前再任用短時間勤務職員（当該市規則で定める短時間勤務の職にあ

っては、市規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、

又は転任することができない。 

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第１１条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年

齢６０年とする。 

（八王子市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第１２条 八王子市職員の再任用に関する条例（平成１３年八王子市条例第７６

号）は、廃止する。 
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第９３号議案 

 

     職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する

条例設定について 

 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり設

定するものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年八王子市条例第３６号）

の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （減給の効果）  （減給の効果） 

第３条 減給は１日以上６月以下の期間、そ

の発令の日に受ける給料（法第２２条の２

第１項第１号に掲げる職員については、報

酬（八王子市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例（令和元年八王子市

条例第１０号）第１９条から第２１条まで

に規定する報酬を除く。））の１０分の１

以下を減ずるものとする。この場合におい

て、その減ずる額が現に受ける給料の１０

分の１に相当する額を超えるときは、当該

額を当該給料から減ずるものとする。 

第３条 減給は１日以上６月以下給料（法第

２２条の２第１項第１号に掲げる職員につ

いては、報酬（八王子市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年八王子市条例第１０号）第１９条から第

２１条までに規定する報酬を除く。））の

１０分の１以下を減ずるものとする。 

  

  
   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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第９４号議案 

 

     職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例設定について 

 

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り設定するものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１３年八王子市条例第３号） 

の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

（１週間の正規の勤務時間） （１週間の正規の勤務時間） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第

２２条の５第１項の規定により採用された

職員（以下「定年前再任用短時間勤務職 

員」という。）の正規の勤務時間は、前項

の規定にかかわらず、休憩時間を除き、１

週間について１５時間３０分から３１時間

までの範囲内で、任命権者が定める。 

２ 地方公務員法第２８条の５第１項又は第

２８条の６第２項の規定により採用された

職員（以下「再任用短時間勤務職員」とい

う。）の正規の勤務時間は、前項の規定に

かかわらず、休憩時間を除き、１週間につ

いて１５時間３０分から３１時間までの範

囲内で、任命権者が定める。 

３ （略） ３ （略） 

４ 任命権者は、職務の性質により前３項の

規定により難いときは、休憩時間を除き、

４週間を超えない期間につき１週間当たり

３８時間４５分（定年前再任用短時間勤務 

職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、

前２項の規定に基づき定める時間）とする 

正規の勤務時間を、市長の承認を得て、別

に定めることができる。 

４ 任命権者は、職務の性質により前３項の

規定により難いときは、休憩時間を除き、

４週間を超えない期間につき１週間当たり

３８時間４５分（再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員にあっては、前２

項の規定に基づき定める時間）とする正規

の勤務時間を、市長の承認を得て、別に定

めることができる。 

  

（正規の勤務時間の割振り） （正規の勤務時間の割振り） 

第３条 任命権者は、暦日を単位として月曜

日から金曜日までの５日間において、１日

第３条 任命権者は、暦日を単位として月曜

日から金曜日までの５日間において、１日
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につき７時間４５分の正規の勤務時間を割

り振るものとする。ただし、定年前再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

については、１週間ごとの期間について、

１日につき７時間４５分を超えない範囲内

で正規の勤務時間を割り振るものとする。 

につき７時間４５分の正規の勤務時間を割

り振るものとする。ただし、再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員につい

ては、１週間ごとの期間について、１日に

つき７時間４５分を超えない範囲内で正規

の勤務時間を割り振るものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（週休日） （週休日） 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（正規

の勤務時間を割り振らない日をいう。以下

同じ。）とする。ただし、任命権者は、定

年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員については、これらの日に加え

て、月曜日から金曜日までの５日間におい

て、週休日を設けることができる。 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（正規

の勤務時間を割り振らない日をいう。以下

同じ。）とする。ただし、任命権者は、再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員については、これらの日に加えて、月

曜日から金曜日までの５日間において、週

休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、職務の性質により特別の勤

務形態によって勤務する必要のある職員に

ついては、前項の規定にかかわらず、４週

間ごとの期間につき８日（定年前再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に

あっては、８日以上）の週休日を設けるも

のとする。ただし、職務の特殊性又は当該

公署の特殊の必要により、これにより難い

場合において、市長の承認を得て、４週間

を超えない期間につき１週間当たり１日以

上の割合で週休日を設けるときは、この限

りでない。 

２ 任命権者は、職務の性質により特別の勤

務形態によって勤務する必要のある職員に

ついては、前項の規定にかかわらず、４週

間ごとの期間につき８日（再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員にあって

は、８日以上）の週休日を設けるものとす

る。ただし、職務の特殊性又は当該公署の

特殊の必要により、これにより難い場合に

おいて、市長の承認を得て、４週間を超え

ない期間につき１週間当たり１日以上の割

合で週休日を設けるときは、この限りでな

い。 

  

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第１３条 年次有給休暇は、一の年度（４月

１日から翌年の３月３１日までをいう。以

下同じ。）ごとの休暇とし、その日数は、

一の年度において、２０日（定年前再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

にあっては、その者の勤務時間等を考慮し

２０日を超えない範囲内で市規則で定める

日数）とする。 

第１３条 年次有給休暇は、一の年度（４月

１日から翌年の３月３１日までをいう。以

下同じ。）ごとの休暇とし、その日数は、

一の年度において、２０日（再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっ

ては、その者の勤務時間等を考慮し２０日

を超えない範囲内で市規則で定める日数）

とする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

  
   附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第６条第

１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された

職員は、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

第２条第２項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 
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第９５号議案 

 

     職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例設定 

について 

 

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するも

のとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

                提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年八王子市条例第３４号）の一

部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

（妊娠、出産等についての申出があった場

合における措置等） 

 

第１１条 任命権者は、職員が当該任命権者

に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠

し、若しくは出産したこと又はこれらに準

ずる事実を申し出たときは、当該職員に対

して、育児休業に関する制度その他の事項

を知らせるとともに、育児休業の承認の請

求に係る当該職員の意向を確認するための

面談その他の措置を講じなければならな

い。 

 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申

出をしたことを理由として、当該職員が不

利益な取扱いを受けることがないようにし

なければならない。 

 

  

（勤務環境の整備に関する措置）  

第１２条 任命権者は、育児休業の承認の請

求が円滑に行われるようにするため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

 

⑴ 職員に対する育児休業に係る研修の実

施 
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⑵ 育児休業に関する相談体制の整備  

⑶ その他育児休業に係る勤務環境の整備

に関する措置 

 

  

（委任） （委任） 

第１３条 （略） 第１１条 （略） 

  

  
第２条 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

職員） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 非常勤職員であって、次のいずれかに

該当するもの以外の非常勤職員 

 ⑷ 次のいずれかに該当する非常勤職員以

外の非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員   ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

 その養育する子（育児休業法第２

条第１項に規定する子をいう。以下

同じ。）が１歳６か月に達する日

（以下「１歳６か月到達日」とい

う。）（当該子の出生の日から第３

条の２に規定する期間内に育児休業

をしようとする場合にあっては、当

該期間の末日から６月を経過する

日）までに、その任期（当該任期が

更新される場合にあっては、更新後

のもの）が満了することが明らかで

ない非常勤職員 

 その養育する子（育児休業法第２

条第１項に規定する子をいう。以下

同じ。）が１歳６か月に達する日

（以下「１歳６か月到達日」とい

う。）までに、その任期（当該任期

が更新される場合にあっては、更新

後のもの）が満了することが明らか

でない非常勤職員 

 （略）  （略） 

  イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

 

  イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該

当する非常勤職員（その養育する子の

１歳に到達する日（以下「１歳到達 

日」という。）（当該子について当該

非常勤職員がする育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とさ

れた日）において育児休業をしている

非常勤職員に限る。） 

 その養育する子が１歳に達する日

（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員が

第２条の３第２号に掲げる場合に該

当してする育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とさ

れた日。以下この において同

じ。）において育児休業をしている

非常勤職員であって、同条第３号に

掲げる場合に該当して当該子の１歳
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到達日の翌日を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとするも

の 

    その任期の末日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしている場

合であって、当該任期を更新され、

又は当該任期の満了後引き続いて任

命権者を同じくする職（以下「特定

職」という。）に採用されることに

伴い、当該育児休業に係る子につい

て、当該更新前の任期の末日の翌日

又は当該採用の日を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとす

るもの 

 

  ウ （略）   ウ （略） 

    エ その任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤

職員であって、当該育児休業に係る子

について、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に任命権者を同じく

する職（以下「特定職」という。）に

引き続き採用されることに伴い、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採

用される日を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとするもの 

  

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

日） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例

で定める日は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める日とする。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例

で定める日は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める日とする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ １歳から１歳６か月に達するまでの子

を養育する非常勤職員が、次に掲げる場

合のいずれにも該当する場合（当該子に

ついてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしている場合であって第３条第

７号に掲げる事情に該当するときはイ及

びウに掲げる場合に該当する場合、市規

則に定める特別の事情がある場合にあっ

てはウに掲げる場合に該当する場合） 

当該子の１歳６か月到達日 

 ⑶ １歳から１歳６か月に達するまでの子

を養育するため、非常勤職員が当該子の

１歳到達日（当該子を養育する非常勤職

員が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同

号に掲げる場合若しくはこれに相当する

場合に該当してする地方等育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該末日と

された日（当該育児休業の期間の末日と

された日と当該地方等育児休業の期間の

末日とされた日が異なるときは、そのい

ずれかの日））の翌日（当該子の１歳到

達日後の期間においてこの号に掲げる場

合に該当してその任期の末日を育児休業

の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該任期が更新さ

れ、又は当該任期の満了後に特定職に引

き続き採用されるものにあっては、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用
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される日）を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合であっ

て、次に掲げる場合のいずれにも該当す

るとき 当該子の１歳６か月到達日 

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達

日（当該非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非

常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合

若しくはこれに相当する場合に該当し

てする地方等育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた

日（当該育児休業の期間の末日とされ

た日と当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日が異なるときは、そのい

ずれかの日））の翌日（当該配偶者が

この号に掲げる場合又はこれに相当す

る場合に該当して地方等育児休業をす

る場合にあっては、当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日の翌日以前

の日）を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合 

 

イ 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育

児休業をしている場合又は当該非常勤

職員の配偶者が当該子の１歳到達日

（当該配偶者が同号に掲げる場合又は

これに相当する場合に該当してする地

方等育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日）にお

いて地方等育児休業をしている場合 

ア 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

がする育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日）に

おいて育児休業をしている場合又は当

該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳

到達日（当該配偶者がする地方等育児

休業の期間の末日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において地

方等育児休業をしている場合 

ウ （略） イ （略） 

エ 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）後の期間に

おいてこの号に掲げる場合に該当して

育児休業をしたことがない場合 

 

  

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

場合） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例

で定める場合は、１歳６か月から２歳に達

するまでの子を養育する非常勤職員が、次

に掲げる場合のいずれにも該当する場合

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例

で定める場合は、１歳６か月から２歳に達

するまでの子を養育するため、非常勤職員

が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該
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（当該子についてこの条に掲げる場合に該

当して育児休業をしている場合であって次

条第７号に掲げる事情に該当するときは第

２号及び第３号に掲げる場合に該当する場

合、市規則で定める特別の事情がある場合

にあっては同号に掲げる場合に該当する場

合）とする。 

子の１歳６か月到達日後の期間においてこ

の条に掲げる場合に該当してその任期の末

日を育児休業の期間の末日とする育児休業

をしている非常勤職員であって、当該任期

が更新され、又は当該任期の満了後に特定

職に引き続き任用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き任

用される日）を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合であって、

次に掲げる場合のいずれにも該当するとき

とする。 

⑴ 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月

到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者

がこの条に掲げる場合に該当し、又はこ

れに相当する場合に該当して地方等育児

休業をする場合にあっては、当該地方等

育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合 

 

 ⑵ （略）  ⑴ （略） 

 ⑶ （略）  ⑵ （略） 

 ⑷ 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳６か月到達日後の期間におい

てこの条に掲げる場合に該当して育児休

業をしたことがない場合 

 

  

 （育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める期間） 

 第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし

書の条例で定める期間は、５７日間とす

る。 

  

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の

条例で定める特別の事情は、次に掲げる事

情とする。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の

条例で定める特別の事情は、次に掲げる事

情とする。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

  ⑸ 育児休業（この号の規定に該当したこ

とにより当該育児休業に係る子について

既にしたものを除く。）の終了後、３月

以上の期間を経過したこと（当該育児休

業をした職員が、当該育児休業の承認の

請求の際育児休業により当該子を養育す

るための計画について育児休業計画書に

より任命権者に申し出た場合に限 

る。）。 

 ⑸ （略）  ⑹ （略） 

 ⑹ （略）  ⑺ （略） 

 ⑺ 任期を定めて採用された職員であっ

て、当該任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしているものが、

 ⑻ その任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている非常勤職員

が、当該育児休業に係る子について、当
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当該任期を更新され、又は当該任期の満

了後引き続いて特定職に採用されること

に伴い、当該育児休業に係る子につい

て、当該更新前の任期の末日の翌日又は

当該採用の日を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとすること。 

該任期が更新され、又は当該任期の満了

後に特定職に引き続き採用されることに

伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引

き続き採用される日を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとするこ

と。 

  

（育児休業法第２条第１項第１号の条例で

定める期間） 

 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号

の条例で定める期間は、５７日間とする。 

 

  

  
第３条 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

職員） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 八王子市職員の定年等に関する条例

（昭和５９年八王子市条例第２８号。以

下「定年条例」という。）第４条第１項

又は第２項の規定により引き続いて勤務

している職員 

 ⑵ 八王子市職員の定年等に関する条例

（昭和５９年八王子市条例第２８号）第

４条第１項又は第２項の規定により引き

続いて勤務している職員 

 ⑶ 定年条例第９条の規定により異動期間

（同条各項の規定により延長された期間

を含む。）が延長された管理監督職を占

める職員 

  

⑷ （略） ⑶ （略） 

⑸ （略） ⑷ （略） 

  

（育児休業法第１９条第１項の条例で定め

る職員） 

（育児休業法第１９条第１項の条例で定め

る職員） 

第７条 育児休業法第１９条第１項の条例で

定める職員は、勤務日の日数及び勤務日ご

との勤務時間を考慮して市規則で定める非

常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法

第２２条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員（以下「定年前再任用短

時間勤務職員」という。）を除く。）とす

る。 

第７条 育児休業法第１９条第１項の条例で

定める職員は、勤務日の日数及び勤務日ご

との勤務時間を考慮して市規則で定める非

常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法

第２８条の５第１項又は第２８条の６第２

項に規定する短時間勤務の職を占める職員

（以下「再任用短時間勤務職員等」とい

う。）を除く。）とする。 

  

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第８条 部分休業（育児休業法第１９条第１

項に規定する部分休業をいう。以下同 

じ。）の承認は、職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成１３年八王子市

条例第３号）第３条第１項に規定する正規

の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短

時間勤務職員を除く。以下この条において

第８条 部分休業（育児休業法第１９条第１

項に規定する部分休業をいう。以下同 

じ。）の承認は、職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成１３年八王子市

条例第３号）第３条第１項に規定する正規

の勤務時間（非常勤職員（再任用短時間勤

務職員等を除く。以下この条において同
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同じ。）にあっては、当該非常勤職員につ

いて定められた勤務時間）の始め又は終わ

りにおいて、３０分を単位として行うもの

とする。 

じ。）にあっては、当該非常勤職員につい

て定められた勤務時間）の始め又は終わり

において、３０分を単位として行うものと

する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から

施行する。 

 ⑴ 第１条の規定 公布の日 

⑵ 第２条の規定 令和４年１０月１日 

⑶ 第３条の規定 令和５年４月１日 

 （経過措置） 

２ 前項第２号に掲げる規定の施行の日前に育児休業計画書を提出した職員に対す

る第２条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第３条（第５号に

係る部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 

３ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第６条第１

項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員

は、第３条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第７条に規定す

る定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 
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第９６号議案 

 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する条例の一部を改正する条例設定について 

 

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志 

 

 

   外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一

部を改正する条例 

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（平成４

年八王子市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （職員の派遣）  （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員 

 ⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員（地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条の４第１項又は第２８条の

６第１項の規定により採用された職員を

除く。） 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

 ⑶ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２２条に規定する条件付採用に

なっている職員（市規則で定める職員を

除く。） 

 ⑶ 地方公務員法第２２条に規定する条件

付採用になっている職員（市規則で定め

る職員を除く。） 

 ⑷ （略）  ⑷ （略） 

 ⑸ 地方公務員法第２８条第２項各号のい

ずれかに掲げる事由に該当して休職にさ

れ、又は同法第２９条第１項各号のいず

れかに掲げる事由に該当して停職にされ

 ⑸ 地方公務員法第２８条第２項各号のい

ずれかに掲げる事由に該当して休職にさ

れ、又は同法第２９条第１項各号の一に

掲げる事由に該当して停職にされている
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ている職員その他の同法第３５条に規定

する法律又は条例の特別の定めに基づき

職務に専念する義務を免除されている職

員 

職員その他の同法第３５条に規定する法

律又は条例の特別の定めに基づき職務に

専念する義務を免除されている職員 

  

   附 則    附 則 

１ （略）   （略） 

 （地方公務員法の一部を改正する法律の施

行に伴う経過措置） 

 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令

和３年法律第６３号）附則第４条第１項若

しくは第２項又は第５条第１項若しくは第

３項の規定により採用された職員に対する

第２条第２項第１号の規定の適用について

は、令和１４年３月３１日までの間、同号

中「任期を定めて任用される職員」とある

のは、「任期を定めて任用される職員（地

方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第６３号）附則第４条第１項若しく

は第２項又は第５条第１項若しくは第３項

の規定により採用された職員を除く。）」

とする。 

 

  

  
   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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第９７号議案 

 

     公益的法人等への八王子市職員の派遣等に関する条例の一

部を改正する条例設定について 

 

 公益的法人等への八王子市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を

次のとおり設定するものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   公益的法人等への八王子市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条 

   例 

 公益的法人等への八王子市職員の派遣等に関する条例（平成１４年八王子市条

例第５号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （職員の派遣）  （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員（地 

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  第２２条の４第１項又は第２２条の５第

１項の規定により採用された職員を除

く。） 

 ⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員（地 

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

  第２８条の４第１項、第２８条の５第１

項又は第２８条の６第１項若しくは第２

項の規定により採用された職員を除

く。） 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第

１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第

２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員は、この条

例による改正後の公益的法人等への八王子市職員の派遣等に関する条例第２条

第２項第１号に規定する地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条

の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員とみなす。 
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第９８号議案 

 

     八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例設

定について 

 

 八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり設定する

ものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 八王子市職員の給与に関する条例（昭和２６年八王子市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。 
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改 正 後 改 正 前 

 （初任給及び昇格昇給の基準）  （初任給及び昇格昇給の基準） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用

された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給

料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職

員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応

じた額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１３

年八王子市条例第３号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第

２項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額とする。 

８ 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職

員」という。）の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用

職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じ

た額とする。 

  

第４条の２  第４条の２ 法第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項の規定に

より採用された職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）

の給料月額は、前条第８項の規定にかかわらず、同項の規定による

給料月額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１

３年八王子市条例第３号。以下「勤務時間条例」という。）第２条

第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

  （略） ２ （略） 

  

 （通勤手当）  （通勤手当） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 前項第２号に掲げる職員 交通用具の片道の使用距離の区分に

応じ、支給単位期間につき、別表第５に定める額（定年前再任用

短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間

当たりの通勤所要回数が常勤の職員の通勤所要回数に満たない職

 ⑵ 前項第２号に掲げる職員 交通用具の片道の使用距離の区分に

応じ、支給単位期間につき、別表第５に定める額（再任用短時間

勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たり

の通勤所要回数が常勤の職員の通勤所要回数に満たない職員にあ 
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員にあつては、その額に市規則で定める割合を乗じて得た額（そ

の額に、１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）） 

  つては、その額に市規則で定める割合を乗じて得た額（その額に、 

  １円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）） 

 ⑶ （略）  ⑶ （略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

 （時間外勤務手当）  （時間外勤務手当） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員が、正規

の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてし

た勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の

勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務に対する

前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次

に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００

分の１５０までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「１０

０分の１００」とする。 

２ 再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員が、正規の勤務

時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務

のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時

間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務に対する前項の

規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げ

る勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１

５０までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「１００分の

１００」とする。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

 （勤務時間１時間当たりの給与の算出）  （勤務時間１時間当たりの給与の算出） 

第１６条 勤務時間１時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 

第１６条 勤務時間１時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 給料

及び地域手当の月額の合計額（特殊勤務手当条例別表に掲げる特

殊勤務手当のうち市規則で定めるものについては、当該市規則に

定める額を含む。）に１２を乗じて得た額を、市規則で定める年

間の勤務時間で除して得た額 

 ⑵ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 給料及び地域手当の月

額の合計額（特殊勤務手当条例別表に掲げる特殊勤務手当のうち 

  市規則で定めるものについては、当該市規則に定める額を含む。） 

  に１２を乗じて得た額を、市規則で定める年間の勤務時間で除し

て得た額 

  

 （期末手当）  （期末手当） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した

職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受

けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額に、１００分

の１２０を乗じて得た額に、市規則で定める支給割合を乗じて得た

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した

職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受

けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額に、１００分

の１２０を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間における
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額とする。 その者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得

た額とする。 

     在職期間 割合  

     ６箇月 １００分の１００  

     ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０  

     ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０  

     ３箇月未満 １００分の３０  

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「給料、扶養手当及び地域手当」とあるのは「給料及び

地域手当」と、「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６７

．５」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「給料、 

 扶養手当及び地域手当」とあるのは「給料及び地域手当」と、「１

００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」とする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項

は、市規則で定める。 

５ 第２項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、市規則

で定める。 

  

 （勤勉手当）  （勤勉手当） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在（退職し、 

 又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下

この項において同じ。）において受けるべき給料及び地域手当の月

額の合計額に、任命権者が別に定める基準に従つて定める割合を乗

じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手

当の総額は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に

掲げる額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在（退職し、 

 又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下

この項において同じ。）において受けるべき給料及び地域手当の月

額の合計額に、任命権者が別に定める基準に従つて定める割合を乗

じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手

当の総額は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に

掲げる額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 基

準日現在において受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額

の合計額に１００分の１０２．５を乗じて得た額の総額 

 ⑴ 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 基準日現在において

受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額に１００

分の１０２．５を乗じて得た額の総額 

 ⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 基準日現在に

おいて受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に１００分の

５０を乗じて得た額の総額 

 ⑵ 前項の職員のうち再任用職員 基準日現在において受けるべき

給料及び地域手当の月額の合計額に１００分の５０を乗じて得た

額の総額 

３・４ （略） ３・４ （略） 
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 （適用除外）  （適用除外） 

第２１条の２ 第４条第２項から第７項までの規定は、定年前再任用

短時間勤務職員には適用しない。 

第２１条の２ 

２ （略）   （略） 

 ３ （略） ２ （略） 

４ 第７条及び第８条の規定は、給料表⑴の適用を受ける職員でその

属する職務の級が５級である職員、給料表⑶の適用を受ける職員で

その属する職務の級が３級である職員、定年前再任用短時間勤務職

員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。 

３ 第７条及び第８条の規定は、給料表⑴の適用を受ける職員でその

属する職務の級が５級である職員、給料表⑶の適用を受ける職員で

その属する職務の級が３級である職員、再任用職員及び任期付短時

間勤務職員には適用しない。 

５ 第９条の２の規定は、給料表⑴の適用を受ける職員でその属する

職務の級が４級又は５級である職員、給料表⑶の適用を受ける職員

でその属する職務の級が２級又は３級である職員、定年前再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。 

４ 第９条の２の規定は、給料表⑴の適用を受ける職員でその属する

職務の級が４級又は５級である職員、給料表⑶の適用を受ける職員

でその属する職務の級が２級又は３級である職員、再任用職員及び

任期付短時間勤務職員には適用しない。 

  

   附 則    附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後に

おける最初の４月１日（附則第７項において「特定日」という。）

以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第３条第２

項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第４条第１項、第４

項及び第５項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額（給料

の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定にお

いて、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額）に１００

分の７０を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、５

０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００

円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとす

る。 

 

６ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。  

 ⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用

される職員及び非常勤職員 

 

 ⑵ 八王子市職員の定年等に関する条例（昭和５９年八王子市条例

第２８号）第６条ただし書に規定する職を占める職員 

 

 ⑶ 八王子市職員の定年等に関する条例第９条第１項又は第２項の  
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規定により同条第１項に規定する異動期間（同項又は同条第２項

の規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第６

条本文に規定する職を占める職員 

 ⑷ 八王子市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の

規定により勤務している職員（同条例第２条に規定する定年退職

日において前項の規定が適用されていた職員を除く。） 

 

７ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員

であつて、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則

第９項において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給

料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第５項の規定により

当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料月 

 額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に

１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じ

たときはこれを１００円に切り上げるものとする。以下この項にお

いて「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（市規

則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第５

項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と

特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

 

８ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける

給料月額との合計額が第３条第２項に規定する当該職員の属する職

務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の

規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」

とあるのは、「第３条第２項に規定する当該職員の属する職務の級

における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とす

る。 

 

９ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第５

項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第７項に規定する職員を

除く。）であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権

衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受け

る給料月額のほか、市規則で定めるところにより、前２項の規定に

準じて算出した額を給料として支給する。 

 

１０ 附則第７項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の  
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附則第５項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮

して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる

職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市規則で

定めるところにより、前３項の規定に準じて算出した額を給料とし

て支給する。 

１１ 附則第７項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対

する第１７条第４項（第１８条第３項において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、

「給料月額と附則第７項、第９項又は第１０項の規定による給料の

額との合計額」とする。 

 

１２ 附則第５項から前項までに定めるもののほか、附則第５項の規

定による給料月額、附則第７項の規定による給料その他附則第５項

から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

 

  

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

給料表⑴ 給料表⑴ 

 
職員 

の区 

分 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

  
職員 

の区 

分 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

 

    

 
号給 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 
 
 

号給 
給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 
 

 定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

 円 円 円 円 円   再
任
用
職
員
以
外
の
職
員 

 円 円 円 円 円  

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 

 定年

前再

任用
 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額  

 再任

用職

員 
 

198,300 230,400 271,000 313,000 362,400 

 

円 円 円 円 円 

－
6
1
－



短時

間勤

務職

員 

198,300 230,400 271,000 313,000 362,400 

 備考 １～３ （略）  備考 １～３ （略） 

  

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

給料表⑵ 給料表⑵ 

 
職員の 

区 分 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級  

 
職員の 

区 分 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級  

 号給 給料月額 給料月額 給料月額   号給 給料月額 給料月額 給料月額  

 定年前 

再任用 

短時間 

勤務職 

員以外 

の職員 

 円 円 円   再
任
用
職
員
以
外
の
職
員 

 円 円 円  

 （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略）  

            

            

            

            

            

            

            

 

定年前 

再任用 

短時間 

勤務職 

員 

  

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

  

再任用 

職 員 

  

208,100 222,400 242,600 

 円 円 円 

208,100 222,400 242,600 

 備考 （略）  備考 （略） 

  

別表第３（第３条関係） 別表第３（第３条関係） 

給料表⑶ 給料表⑶ 

 

 
職員の 

区 分 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級  

 
職員の 

区 分 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級  

 号給 給料月額 給料月額 給料月額   号給 給料月額 給料月額 給料月額  
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 定年前 

再任用 

短時間 

勤務職 

員以外 

の職員 

 円 円 円   再
任
用
職
員
以
外
の
職
員 

 円 円 円  

 （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略）   

            

            

            

            

            

            

            

 備考 （略）  備考 （略） 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （職員の勤務延長に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の八王子市職員の給与に関する条例（以下「改正後の

条例」という。）附則第５項から第１２項までの規定は、地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正法」という。）附則第３

条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 

 （定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

３ 改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第５条第１項若しくは第３項の

規定により採用された職員（以下「暫定再任用職員」という。）の給料月額は、

当該暫定再任用職員が改正後の条例第４条第８項に規定する定年前再任用短時

間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）であるものとし

た場合に適用される改正後の条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任

用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第２項に規定する当

該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

４ 改正法附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の

規定により採用された職員（以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。）の

給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員で

あるものとした場合に適用される改正後の条例第３条第１項に規定する給料表

の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第２項

に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１３年八王子市条例第３号）

第２条第２項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時

間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

５ 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務

職員とみなして、改正後の条例第１７条第３項、第１８条第２項第２号並びに

第２１条の２第１項、第４項及び第５項の規定を適用する。 

６ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改

正後の条例第１０条第２項第２号、第１３条第２項及び第１６条第２号の規定
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を適用する。 

７ 附則第３項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任

用短時間勤務職員に関し必要な事項は、市規則で定める。 

 （八王子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

８ 八王子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年八王

子市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （パートタイム会計年度任用職員の通勤に

係る費用弁償） 

 （パートタイム会計年度任用職員の通勤に

係る費用弁償） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 月額により報酬を定められているパート

タイム会計年度任用職員に対する通勤に係

る費用弁償の額、支給日及び返納について

は、給与条例第１０条第２項から第６項ま

での規定を準用する。この場合において、

同条第２項第２号中「定年前再任用短時間

勤務職員又は任期付短時間勤務職員」とあ

るのは「月額により報酬を定められている

パートタイム会計年度任用職員」と読み替

えるものとする。 

２ 月額により報酬を定められているパート

タイム会計年度任用職員に対する通勤に係

る費用弁償の額、支給日及び返納について

は、給与条例第１０条第２項から第６項ま

での規定を準用する。この場合において、

同条第２項第２号中「再任用短時間勤務職

員又は任期付短時間勤務職員」とあるのは

「月額により報酬を定められているパート

タイム会計年度任用職員」と読み替えるも

のとする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 
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第９９号議案 

 

     八王子市職員退職手当支給に関する条例の一部を改正する

条例設定について 

 

 八王子市職員退職手当支給に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり設

定するものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市職員退職手当支給に関する条例の一部を改正する条例 

 八王子市職員退職手当支給に関する条例（昭和３８年八王子市条例第１７号）

の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、別に定めるものを除く

ほか、八王子市職員の給与に関する条例

（昭和２６年八王子市条例第２１号）の適

用を受ける職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の４第１項若

しくは第２２条の５第１項又は八王子市一

般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成１７年八王子市条例第４

９号）第４条の規定により採用された者を

除く。以下「職員」という。）の退職手当

について定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、別に定めるものを除く

ほか、八王子市職員の給与に関する条例

（昭和２６年八王子市条例第２１号）の適

用を受ける職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２８条の４第１項、

第２８条の５第１項若しくは第２８条の６

第１項若しくは第２項又は八王子市一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例（平成１７年八王子市条例第４９

号）第４条の規定により採用された者を除

く。以下「職員」という。）の退職手当に

ついて定めることを目的とする。 

  

 （一般の退職手当）  （一般の退職手当） 

第２条の３ 退職した者に対する退職手当

（第１０条又は第１１条の規定により支給

する場合を除く。以下「一般の退職手当」

という。）のうち、次に掲げる者に対する

一般の退職手当の額は、第３条から第５条

の２までの規定により計算した退職手当の

第２条の３ 退職した者に対する退職手当

（第１０条又は第１１条の規定により支給

する場合を除く。以下「一般の退職手当」

という。）のうち、次に掲げる者に対する

一般の退職手当の額は、第３条から第５条

の２までの規定により計算した退職手当の
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基本額に、第６条又は第７条の２の規定に

より計算した退職手当の調整額を加えて得

た額とする。 

基本額に、第６条の規定により計算した退

職手当の調整額を加えて得た額とする。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

 （管理監督職勤務上限年齢による降任をさ

れた後に退職した者等に係る退職手当の調

整額の特例） 

 

第７条の２ 地方公務員法第２８条の２第４

項に規定する他の職への降任等をされた後

に退職した者の前２条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

 

 第６条

第１項 

次条に 第７条の２の規定によ

り読み替えられた第７

条第１項に 

  

 同じ。） 同じ。）のそれぞれの

期間ごとに、当該期間 

  

 その者の調

整額期間の 

当該期間の   

 合計した点

数 

合計した点数を計算

し、多い方の点数 

  

 第７条

第１項 

として、 として５年前までの期

間又は地方公務員法第

２８条の２第４項に規

定する他の職への降任

等をされた日の前日の

属する月の末日を起算

日として 

  

  

 （退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等

の退職手当の支給制限） 

 （退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等

の退職手当の支給制限） 

第１４条 退職した者に対しまだ当該退職に

係る一般の退職手当等の額が支払われてい

ない場合において、次の各号のいずれかに

該当するときは、市長は、当該退職した者

（第１号又は第２号に該当する場合におい

て、当該退職した者が死亡したときは、当

該一般の退職手当等の額の支払を受ける権

利を承継した者）に対し、第１２条第１項

に規定する勘案すべき事情及び同項各号に

規定する退職をした場合の一般の退職手当

等の額との権衡を勘案して、当該一般の退

職手当等の全部又は一部を支給しないこと

とする処分を行うことができる。 

第１４条 退職した者に対しまだ当該退職に

係る一般の退職手当等の額が支払われてい

ない場合において、次の各号のいずれかに

該当するときは、市長は、当該退職した者

（第１号又は第２号に該当する場合におい

て、当該退職した者が死亡したときは、当

該一般の退職手当等の額の支払を受ける権

利を承継した者）に対し、第１２条第１項

に規定する勘案すべき事情及び同項各号に

規定する退職をした場合の一般の退職手当

等の額との権衡を勘案して、当該一般の退

職手当等の全部又は一部を支給しないこと

とする処分を行うことができる。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 当該退職した者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての

 ⑵ 当該退職した者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての
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引き続いた在職期間中の行為に関し地方

公務員法第２９条第３項の規定による懲

戒免職等処分（以下「定年前再任用短時 

  間勤務職員に対する免職処分」という。）

を受けたとき。 

引き続いた在職期間中の行為に関し地方

公務員法第２９条第３項の規定による懲

戒免職等処分（以下「再任用職員に対す

る免職処分」という。）を受けたとき。 

 ⑶ 市長が、当該退職した者（定年前再任

用短時間勤務職員に対する免職処分の対

象となる者を除く。）について、当該退

職後に当該一般の退職手当等の額の算定

の基礎となる職員としての引き続いた在

職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき

行為をしたと認めたとき。 

 ⑶ 市長が、当該退職した者（再任用職員

に対する免職処分の対象となる者を除

く。）について、当該退職後に当該一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中に懲戒

免職等処分を受けるべき行為をしたと認

めたとき。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

 （退職した者の退職手当の返納）  （退職した者の退職手当の返納） 

第１５条 退職した者に対し当該退職に係る

一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、次の各号のいずれかに該当するとき

は、市長は、当該退職した者に対し、第１

２条第１項に規定する勘案すべき事情のほ

か、当該退職した者の生計の状況を勘案し

て、当該一般の退職手当等の額（当該退職

した者が当該一般の退職手当等の支給を受

けていなければ第１１条の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条

及び第１７条において「失業手当受給可能

者」という。）であつた場合には、この規

定により算出される金額（次条及び第１７ 

 条において「失業者退職手当額」という。） 

を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる

処分を行うことができる。 

第１５条 退職した者に対し当該退職に係る

一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、次の各号のいずれかに該当するとき

は、市長は、当該退職した者に対し、第１

２条第１項に規定する勘案すべき事情のほ

か、当該退職した者の生計の状況を勘案し

て、当該一般の退職手当等の額（当該退職

した者が当該一般の退職手当等の支給を受

けていなければ第１１条の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条

及び第１７条において「失業手当受給可能

者」という。）であつた場合にあつては、

この規定により算出される金額（次条及び

第１７条において「失業者退職手当額」と

いう。）を除く。）の全部又は一部の返納

を命ずる処分を行うことができる。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 当該退職した者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての

引き続いた在職期間中の行為に関し定年

前再任用短時間勤務職員に対する免職処

分を受けたとき。 

 ⑵ 当該退職した者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての

引き続いた在職期間中の行為に関し再任

用職員に対する免職処分を受けたとき。 

 ⑶ 市長が、当該退職した者（定年前再任

用短時間勤務職員に対する免職処分の対

象となる職員を除く。）について、当該

一般の退職手当等の額の算定の基礎とな

る職員としての引き続いた在職期間中に

懲戒免職等処分を受けるべき行為をした

と認めたとき。 

 ⑶ 市長が、当該退職した者（再任用職員

に対する免職処分の対象となる職員を除

く。）について、当該一般の退職手当等

の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を

受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

 （退職手当受給者の相続人からの退職手当

相当額の納付） 

 （退職手当受給者の相続人からの退職手当

相当額の納付） 

第１７条 退職した者（死亡による退職の場

合には、その遺族）に対し当該退職に係る

第１７条 退職した者（死亡による退職の場

合には、その遺族）に対し当該退職に係る
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一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、当該一般の退職手当等の額の支払を

受けた者（以下この条において「退職手当

の受給者」という。）が当該退職の日から

６月以内に第１５条第１項又は前条第１項

の規定による処分を受けることなく死亡し

た場合（次項から第５項までに規定する場

合を除く。）において、市長が、当該退職

手当の受給者の相続人（包括受遺者を含

む。以下この項から第６項までにおいて同

じ。）に対し、当該退職の日から６月以内

に、当該退職した者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受

けるべき行為をしたことを疑うに足りる相

当な理由がある旨の通知をしたときは、市

長は、当該通知が当該相続人に到達した日

から６月以内に限り、当該相続人に対し、

当該退職した者が当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続

いた在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認められることを理由と

して、当該一般の退職手当等の額（当該退

職した者が失業手当受給可能者であつた場

合には、失業者退職手当額を除く。）の全

部又は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、当該一般の退職手当等の額の支払を

受けた者（以下この条において「退職手当

の受給者」という。）が当該退職の日から

６月以内に第１５条第１項又は前条第１項

の規定による処分を受けることなく死亡し

た場合（次項から第５項までに規定する場

合を除く。）において、市長が、当該退職

手当の受給者の相続人（包括受遺者を含

む。以下この条において同じ。）に対し、

当該退職の日から６月以内に、当該退職し

た者が当該一般の退職手当等の額の算定の

基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為を

したことを疑うに足りる相当な理由がある

旨の通知をしたときは、市長は、当該通知

が当該相続人に到達した日から６月以内に

限り、当該相続人に対し、当該退職した者

が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎

となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をした

と認められることを理由として、当該一般

の退職手当等の額（当該退職した者が失業

手当受給可能者であつた場合にあつては、

失業者退職手当額を除く。）の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を行う

ことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から

６月以内に第１５条第５項又は前条第３項

において準用する八王子市行政手続条例第

１５条第１項の規定による通知を受けた場

合において、第１５条第１項又は前条第１

項の規定による処分を受けることなく死亡

したとき（次項から第５項までに規定する

場合を除く。）は、市長は、当該退職手当

の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し、当

該退職した者が当該退職に係る一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められること

を理由として、当該一般の退職手当等の額

（当該退職した者が失業手当受給可能者で

あつた場合には、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納付

を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から

６月以内に第１５条第５項又は前条第３項

において準用する八王子市行政手続条例第

１５条第１項の規定による通知を受けた場

合において、第１５条第１項又は前条第１

項の規定による処分を受けることなく死亡

したとき（次項から第５項までに規定する

場合を除く。）は、市長は、当該退職手当

の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し、当

該退職した者が当該退職に係る一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められること

を理由として、当該一般の退職手当等の額

（当該退職した者が失業手当受給可能者で

あつた場合にあつては、失業者退職手当額

を除く。）の全部又は一部に相当する額の

納付を命ずる処分を行うことができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下こ

の項から第５項までにおいて同じ。）が、

当該退職の日から６月以内に基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされ

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下こ

の項から第５項までにおいて同じ。）が、

当該退職の日から６月以内に基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされ
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た場合（第１３条第１項第１号に該当する

場合を含む。次項において同じ。）におい

て、当該刑事事件につき判決が確定するこ

となく、かつ、第１５条第１項の規定によ

る処分を受けることなく死亡したときは、

市長は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職した者が当該

退職に係る一般の退職手当等の額の算定の

基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為を

したと認められることを理由として、当該

一般の退職手当等の額（当該退職した者が

失業手当受給可能者であつた場合には、失

業者退職手当額を除く。）の全部又は一部

に相当する額の納付を命ずる処分を行うこ

とができる。 

た場合（第１３条第１項第１号に該当する

場合を含む。次項において同じ。）におい

て、当該刑事事件につき判決が確定するこ

となく、かつ、第１５条第１項の規定によ

る処分を受けることなく死亡したときは、

市長は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職した者が当該

退職に係る一般の退職手当等の額の算定の

基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為を

したと認められることを理由として、当該

一般の退職手当等の額（当該退職した者が

失業手当受給可能者であつた場合にあつて

は、失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処分を

行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から

６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされた場合において、

当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せら

れた後において第１５条第１項の規定によ

る処分を受けることなく死亡したときは、

市長は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職した者が当該

刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手当等

の額（当該退職した者が失業手当受給可能

者であつた場合には、失業者退職手当額を

除く。）の全部又は一部に相当する額の納

付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から

６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされた場合において、

当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せら

れた後において第１５条第１項の規定によ

る処分を受けることなく死亡したときは、

市長は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職した者が当該

刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手当等

の額（当該退職した者が失業手当受給可能

者であつた場合にあつては、失業者退職手

当額を除く。）の全部又は一部に相当する 

額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から

６月以内に当該退職に係る一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し定年前再

任用短時間勤務職員に対する免職処分を受

けた場合において、第１５条第１項の規定

による処分を受けることなく死亡したとき

は、市長は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職手当の

受給者の相続人に対し、当該退職した者が

当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職

員に対する免職処分を受けたことを理由と

して、当該一般の退職手当等の額（当該退

職した者が失業手当受給可能者であつた場

合には、失業者退職手当額を除く。）の全

部又は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から

６月以内に当該退職に係る一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し再任用職

員に対する免職処分を受けた場合におい

て、第１５条第１項の規定による処分を受

けることなく死亡したときは、市長は、当

該退職手当の受給者の死亡の日から６月以

内に限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職した者が当該行為に関し

再任用職員に対する免職処分を受けたこと

を理由として、当該一般の退職手当等の額

（当該退職した者が失業手当受給可能者で

あつた場合にあつては、失業者退職手当額

を除く。）の全部又は一部に相当する額の

納付を命ずる処分を行うことができる。 

６～８ （略） ６～８ （略） 
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   附 則    附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 八王子市職員の給与に関する条例附則第

５項の規定による職員の給料月額の改定

（次項及び附則第７項において「給料月額

７割措置」という。）は、第４条第１項に

規定する給料月額の減額改定に該当しない

ものとする。 

 

６ 当分の間、給料月額７割措置の適用を受

ける者のうち、第４条第１項の市規則で定

める期間中に、同項の理由（給料月額７割

措置によりその者の給料月額が減額された

ことがある場合を除く。）によりその者の

給料月額が減額されたことがある者につい

ては、その者に対して支給する退職手当の

基本額は、同条の規定にかかわらず、次項

又は附則第８項に定める額とする。ただ

し、市規則で定める場合については、この

限りでない。 

 

７ 第４条第１項の市規則で定める期間中

に、同項の理由（給料月額７割措置により

その者の給料月額が減額されたことがある

場合及び当該減額をされた日（以下この項

において「７割措置減額日」という。）に

おける第４条第１項の理由を除く。）によ

りその者の給料月額が減額されたことがあ

る場合において、当該減額をされた日（以

下この項において「特別特定減額日」とい

う。）の前日におけるその者の給料月額

（当該特別特定減額日以後に給料月額の改

定をする条例等が制定された場合にあつて

は、第４条第１項の市規則で定める額とす

る。ただし、その額が特別特定減額日の前

日におけるその者の給料月額を超える場合

は、この限りでない。）のうち最も多いも

の（当該給料月額がこの項に規定する７割

措置前給料月額を超えない場合にあつて

は、当該特別特定減額日が７割措置減額日

よりも後のものに限る。）（以下この項に

おいて「特別特定減額前給料月額」とい

う。）が退職の日におけるその者の給料月

額よりも多く、かつ、給料月額７割措置に

よりその者の給料月額が減額されたことが

ある場合において、当該７割措置減額日の

前日におけるその者の給料月額（当該７割

措置減額日以後に給料月額の改定をする条

例等が制定された場合にあつては、第４条

第１項の市規則で定める額とする。ただ

し、その額が７割措置減額日の前日におけ
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るその者の給料月額を超える場合は、この

限りでない。）（以下この項において「７

割措置前給料月額」という。）が退職の日

におけるその者の給料月額より多いとき

は、その者に対して支給する退職手当の基

本額は、次に掲げる額の合計額とする。 

 ⑴ その者が特別特定減額前給料月額（当

該特別特定減額前給料月額に係る特別特

定減額日が２以上ある場合は、これらの

うち最も遅い日の前日におけるものをい

う。以下この項において同じ。）又は７

割措置前給料月額のいずれか多い額（以

下この項、次項及び附則第１０項におい

て「上位減額前給料月額」という。）に

係る減額日の前日に現に退職した理由と

同一の理由により退職したものとし、か

つ、その者の同日までの勤続期間及び上

位減額前給料月額を基礎として、第３条

第１項の規定により計算した場合の退職

手当の基本額に相当する額 

 

 ⑵ その者が特別特定減額前給料月額又は

７割措置前給料月額のいずれか少ない額

（以下この項、次項及び附則第１０項に

おいて「下位減額前給料月額」とい

う。）に係る減額日の前日に現に退職し

た理由と同一の理由により退職したもの

とし、かつ、同日におけるその者の下位

減額前給料月額に、アに掲げる割合から

イに掲げる割合を控除した割合を乗じて

得た額 

 

  ア その者が下位減額前給料月額に係る

減額日の前日に現に退職した理由と同

一の理由により退職したものとし、か

つ、その者の同日までの勤続期間及び

下位減額前給料月額を基礎として、第

３条第１項の規定により計算した場合

の退職手当の基本額の同日におけるそ

の者の下位減額前給料月額に対する割

合 

 

  イ 前号に掲げる額の上位減額前給料月

額に対する割合 

 

 ⑶ 退職の日におけるその者の給料月額

に、アに掲げる割合からイに掲げる割合

を控除した割合を乗じて得た額 

 

  ア その者に対する退職手当の基本額が

第３条第１項の規定により計算した額

であるものとした場合における当該退

職手当の基本額の退職の日におけるそ

の者の給料月額に対する割合 

 

  イ 前号に掲げる額の下位減額前給料月  
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額に対する割合 

８ 前項の規定により計算した額が、次の各

号に掲げる同項第２号イに掲げる割合の区

分に応じ当該各号に定める額を超える場合

は、同項の規定にかかわらず、当該各号に

定める額をもつてその者に対して支給する

退職手当の基本額とする。 

 

 ⑴ ４３以上 上位減額前給料月額に４３

を乗じて得た額 

 

 ⑵ ４３未満 次のア又はイに掲げる前項

第３号イに掲げる割合の区分に応じ当該

ア又はイに定める額 

 

  ア ４３以上 上位減額前給料月額に前

項第２号イに掲げる割合を乗じて得た

額及び下位減額前給料月額に４３から

当該割合を控除した割合を乗じて得た

額の合計額 

 

  イ ４３未満 上位減額前給料月額に前

項第２号イに掲げる割合を乗じて得た

額、下位減額前給料月額に前項第３号

イに掲げる割合から前項第２号イに掲

げる割合を控除した割合を乗じて得た

額及び退職の日におけるその者の給料

月額に４３から前項第３号イに掲げる

割合を控除した割合を乗じて得た額の

合計額 

 

９ 当分の間、第５条及び第５条の２第２項

の規定の適用については、これらの規定中

「定年」とあるのは、「定年（八王子市職

員の定年等に関する条例の一部を改正する

条例（令和４年八王子市条例第  号）に

よる改正前の八王子市職員の定年等に関す

る条例第３条ただし書に規定する者以外の

者にあつては６０歳とし、第３条ただし書

に規定する者にあつては６５歳とす

る。）」とする。 

 

１０ 当分の間、第５条の２第１項に規定す

る者に対する附則第６項から第８項までの

規定の適用については、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 附則第

６項 

次項又は附

則第８項 

附則第１０項の規定に

より読み替えて適用す

る次項又は附則第８項 

  

 附則第

７項第

１号 

及び上位減

額前給料月

額 

並びに上位減額前給料

月額及び当該上位減額

前給料月額に１００分

の１０を乗じて得た額

の合計額 

  

 第３条第１ 附則第１０項の規定に   
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  項 より読み替えて適用す

る第３条第１項 

  

 附則第

７項第

２号 

その者の下

位減額前給

料月額 

その者の下位減額前給

料月額及び当該下位減

額前給料月額に１００

分の１０を乗じて得た

額の合計額 

  

 附則第

７項第

２号ア 

及び下位減

額前給料月

額 

並びに下位減額前給料

月額及び当該下位減額

前給料月額に１００分

の１０を乗じて得た額

の合計額 

  

 第３条第１

項 

附則第１０項の規定に

より読み替えて適用す

る第３条第１項 

  

 その者の下

位減額前給

料月額 

その者の下位減額前給

料月額及び当該下位減

額前給料月額に１００

分の１０を乗じて得た

額の合計額 

  

 附則第

７項第

２号イ 

上位減額前

給料月額 

上位減額前給料月額及

び当該上位減額前給料

月額に１００分の１０

を乗じて得た額の合計

額 

  

 附則第

７項第

３号 

給 料 月 額

に、 

給料月額及び当該給料

月額に１００分の１０

を乗じて得た額の合計

額に、 

  

 附則第

７項第

３号ア 

第３条第１

項 

附則第１０項の規定に

より読み替えて適用す

る第３条第１項 

  

 附則第

７項第

３号イ 

下位減額前

給料月額 

下位減額前給料月額及

び当該下位減額前給料

月額に１００分の１０

を乗じて得た額の合計

額 

  

 附則第

８項 

前項の 附則第１０項の規定に

より読み替えて適用す

る前項の 

  

 附則第

８項第

１号 

上位減額前

給料月額 

上位減額前給料月額及

び当該上位減額前給料

月額に１００分の１０

を乗じて得た額の合計

額 

  

 附則第

８項第

２号ア 

上位減額前

給料月額 

上位減額前給料月額及

び当該上位減額前給料

月額に１００分の１０

を乗じて得た額の合計 
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  額   

 及び下位減

額前給料月

額 

並びに下位減額前給料

月額及び当該下位減額

前給料月額に１００分

の１０を乗じて得た額

の合計額 

  

 附則第

８項第

２号イ 

上位減額前

給料月額 

上位減額前給料月額及

び当該上位減額前給料

月額に１００分の１０

を乗じて得た額の合計

額 

  

  下位減額前

給料月額 

下位減額前給料月額及

び当該下位減額前給料

月額に１００分の１０

を乗じて得た額の合計

額 

  

 及び退職の

日における

その者の給

料月額 

並びに退職の日におけ

るその者の給料月額及

び当該給料月額に１０

０分の１０を乗じて得

た額の合計額 

  

１１ 当分の間、八王子市職員の給与に関す

る条例附則第７項、第９項又は第１０項の

規定による給料を支給される職員の退職手

当の計算の基礎となる給料月額は、給料月

額とこれらの規定による給料の額との合計

額とする。 

 

  

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第

１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第

２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員に対するこ

の条例による改正後の八王子市職員退職手当支給に関する条例第１条の規定の

適用については、同条中「者」とあるのは「者及び地方公務員法の一部を改正

する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項、第５条

第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しく

は第３項の規定により採用された者」とする。 
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第１００号議案 

 

     八王子市高校生等医療費助成条例設定について 

 

 八王子市高校生等医療費助成条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市高校生等医療費助成条例 

（目的） 

第１条 この条例は、高校生等の保護者等に対し、高校生等に係る医療費の一部

を助成することにより、高校生等の保健の向上と健全な育成を図り、もって子

育ての支援に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 高校生等 １５歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から１８歳に達

する日以後の最初の３月３１日までの間にある者であって、次に掲げるいず

れかに該当するものをいう。 

ア 市内に住所を有し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第５条

に規定する住民基本台帳に記録されている者 

イ その他市長が別に定める要件を備えている者 

⑵ 保護者 次に掲げるいずれかに該当する者をいう。 

 ア 高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 

イ 父母に監護されない、又は父母と生計を同じくしない高校生等を監護し、

かつ、その生計を維持する者 

⑶ 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。 
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 ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

イ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

ウ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

エ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

オ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

カ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

２ 前項第２号アの場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である高

校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該高校生等は、当

該父又は母のうちいずれか当該高校生等の生計を維持する程度の高い者によっ

て監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 

３ この条例にいう「父」には、母が、高校生等を懐胎した当時婚姻の届出をし

ていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとす

る。 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」 

という。）は、高校生等の保護者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、高校生等が何人からも監護されておらず、市長が

必要と認める場合は、当該高校生等本人を対象者とすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、高校生等が次の各号のいずれかに該当するとき

は、対象者としない。 

 ⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

 ⑵ 市規則で定める施設に入所している者 

 ⑶ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第８項に規定する小

規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第６条の４に規定する里親に委託

されている者 

（所得の制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、対象者の前年の所得（１月から９月までの分

の医療費の助成については、前前年の所得とする。）が、その者の所得税法

（昭和４０年法律第３３号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以下

「扶養親族等」という。）並びに対象者の扶養親族等でない児童で対象者が前
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年の１２月３１日（１月から９月までの分の医療費の助成については、前前年

の１２月３１日とする。）において生計を維持したものの有無及び数に応じて、

市規則で定める額以上であるときは、当該所得のあった翌年の１０月１日から

１年間は対象者としない。 

２ 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、市規則で定める。 

（医療証の交付） 

第５条 医療費の助成を受けようとする者は、市規則で定めるところにより、市

長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けな

ければならない。 

（助成の範囲） 

第６条 市長は、高校生等の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定により

医療に関する給付が行われた場合における医療費（健康保険の療養に要する費

用の額の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこれと異な

る算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算

定された額）を超える額を除く。）のうち、当該法令の規定によって高校生等

に係る社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額（病

院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養（以下「入院

時食事療養」という。）を受けた場合については、当該法令の規定により負担 

すべき入院時食事療養に係る食事療養標準負担額（以下「食事療養標準負担額」 

という。）を除く。以下「対象者負担額」という。）から次表の左欄に掲げる

区分に応じそれぞれ右欄に定める保護者等負担額（以下「保護者等負担額」と

いう。）を控除した額を助成する。 

  
区分 保護者等負担額 

入院、調剤及び訪問看護に係る医療

費 

０円 

通院（施術を含む。）に係る医療費 通院１回につき、２００円。ただ

し、当該医療費の対象者負担額が２

００円に満たない場合には、その満

たない額とする。 

  
２ この条例による医療費の助成は、社会保険各法以外の法令による給付又は医

療費の助成が行われるときは、その給付又は助成の限度において行わない。 
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（医療費の助成） 

第７条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、

高校生等に係る診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若し

くは薬局又はその他のもの（以下「病院等」という。）に対して、助成する額

を当該病院等に支払うことにより行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、医療証

の交付を受けた対象者に支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。 

（保護者等負担額の支払方法） 

第８条 前条第１項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、保護

者等負担額及び入院時食事療養を受けた場合は食事療養標準負担額を病院又は

診療所に支払うものとする。 

（届出義務） 

第９条 対象者は、第５条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、そ

の旨を速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 対象者は、現況について、市規則の定めるところにより、市長に届け出なけ

ればならない。 

３ 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当

該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名 

及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨） 

並びに被害の状況を、市規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出な

ければならない。ただし、当該助成事由について、対象者が既に届け出ている

場合は、この限りでない。 

（譲渡等の禁止） 

第１０条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはな

らない。 

（損害賠償の請求権の譲渡） 

第１１条 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合にお

いて当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、市規則で定めるところ

により、その助成の額の限度において、当該助成事由に係る第三者に対して有

する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。 
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２ 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡

した場合は、市規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通

知しなければならない。 

（助成金の返還等） 

第１２条 偽りその他不正の手段によって、この条例による助成を受けた者があ

るときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させ

ることができる。 

２ 対象者が前条第１項の規定による損害賠償の請求権の譲渡又は同条第２項の

規定による通知をしなかったときは、市長は、第三者の行為によって生じた助

成事由に係る医療費の助成の額の限度において、その者から当該助成事由に係

る医療費の助成を行った額の全部又は一部を返還させることができる。 

３ 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第

三者から当該助成事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限

度において、医療費の助成を行わず、又は医療費の助成を行った額の全部又は

一部を返還させることができる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第５条に規定する医療証の交付手続その他の準備行為については、この条例

の施行前においても行うことができる。 

 （経過措置） 

３ この条例の規定は、この条例の施行の日以後における療養に係る医療費の助

成について適用する。 
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第１０１号議案 

 

     八王子市手数料条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志 

 

 

   八王子市手数料条例の一部を改正する条例 

 八王子市手数料条例（昭和２４年八王子市条例第１６号）の一部を次のように

改正する。 
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改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 １～３ （略）  １～３ （略） 

 ４ 申請手数料  ４ 申請手数料 

  ⑴～⒀ （略）   ⑴～⒀ （略） 

  ⒁ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７

号。以下この号において「法」という。）関係 

  ⒁ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７

号。以下この号において「法」という。）関係 

  事務 名称 金額    事務 名称 金額  

             １ 法第６条第１項

の規定に基づく

長期優良住宅建

築等計画又は長

期優良住宅維持

保全計画（以下

この号において

「長期優良住宅

建築等計画等」

という。）の認

定の申請に対す

る審査 

長期優良住

宅建築等計

画等認定申

請手数料 

長期優良住宅建築等計画等認定

申請手数料の額は、次の⑴及び

⑵に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に掲げる額（当該申

請に係る住宅が一戸建ての住宅

（人の居住の用以外の用途に供 

する部分を有しないものに限る。 

以下同じ。）の場合において、

一戸建ての住宅を新築しようと

するときは、⑴のアの 又は⑴

のイの に掲げる額、一戸建て

の住宅を増築し、若しくは改築

しようとするとき又は当該住宅

について建築行為を行わないと

きは、⑵のアの 又は⑵のイの

に掲げる額）（申請に併せて

法第６条第２項の規定に基づく

申出があつた場合においては、

一の建築物について第１６号の

表中１６の項に掲げる額（申請

に係る計画に特定建築基準適合

審査をする部分が含まれる場合

においては当該部分ごとに同表

  １ 法第６条第１項

の規定に基づく

長期優良住宅建

築等計画の認定

の申請に対する

審査 

長期優良住

宅建築等計

画認定申請

手数料 

長期優良住宅建築等計画認定申

請手数料の額は、次の⑴及び⑵

に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に掲げる額（当該申請

に係る住宅が一戸建ての住宅

（人の居住の用以外の用途に供 

する部分を有しないものに限る。 

以下同じ。）の場合において、

一戸建ての住宅を新築しようと

するときは、⑴のアの 又は⑴

のイの に掲げる額、一戸建て

の住宅を増築し、又は改築しよ

うとするときは、⑵のアの 又

は⑵のイの に掲げる額）（申

請に併せて法第６条第２項の規

定に基づく申出があつた場合に

おいては、一の建築物について

第１６号の表中１６の項に掲げ

る額（申請に係る計画に特定建

築基準適合審査をする部分が含

まれる場合においては当該部分

ごとに同表中２の項に掲げる額

の手数料を加えた額、建築基準
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中２の項に掲げる額の手数料を

加えた額、建築基準法第８７条

の４に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては当

該昇降機１基について同表中１

８の項又は１９の項に掲げる額

の手数料を加えた額）に相当す

る額を加えた額） 

法第８７条の４に規定する昇降

機に係る部分が含まれる場合に

おいては当該昇降機１基につい

て同表中１８の項又は１９の項 

に掲げる額の手数料を加えた額） 

に相当する額を加えた額） 

    ⑴ （略）      ⑴ （略）  

    ⑵ 住宅を増築し、若しくは改

築しようとする場合又は当該

住宅について建築行為を行わ

ない場合 次のア及びイに掲

げる場合の区分並びに当該申

請に係る住宅が属する一の建

築物の床面積の合計に応じ、

それぞれ次に掲げる額 

     ⑵ 住宅を増築し、又は改築し

ようとする場合 次のア及び

イに掲げる場合の区分並びに

当該申請に係る住宅が属する

一の建築物の床面積の合計に

応じ、それぞれ次に掲げる額 

 

    ア・イ （略）      ア・イ （略）  

 ２ 法第８条第１項

の規定に基づく

長期優良住宅建

築等計画等の変

更の認定の申請

に対する審査 

長期優良住

宅建築等計

画等変更認

定申請手数

料 

長期優良住宅建築等計画等変更

認定申請手数料の額は、当該申

請に係る住宅が属する一の建築

物の当該計画の変更に係る部分

の床面積の合計に２分の１を乗

じて得た面積（床面積の増加す

る部分にあつては、当該増加す

る部分の床面積の合計）に応じ

て、当該計画が住宅を新築する 

  ２ 法第８条第１項

の規定に基づく

長期優良住宅建

築等計画の変更

の認定の申請に

対する審査 

長期優良住

宅建築等計

画変更認定

申請手数料 

長期優良住宅建築等計画変更認

定申請手数料の額は、当該申請

に係る住宅が属する一の建築物

の当該計画の変更に係る部分の

床面積の合計に２分の１を乗じ

て得た面積（床面積の増加する

部分にあつては、当該増加する 

部分の床面積の合計）に応じて、 

当該計画が住宅を新築する際に 

 

    際に認定を受けたものである場

合においては、１の項⑴のアの

から まで又は⑴のイの か

ら までに掲げる額（当該住宅

     認定を受けたものである場合に

おいては、１の項⑴のアの か

ら まで又は⑴のイの から

までに掲げる額（当該住宅が一 
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が一戸建ての住宅の場合におい

ては、１の項⑴のアの 又は⑴

のイの に掲げる額）、当該計

画が住宅を増築若しくは改築す

る際に認定を受けたもの又は当

該住宅について建築行為を行わ

ずに認定を受けたものである場

合においては、１の項⑵のアの

から まで又は⑵のイの か

ら までに掲げる額（当該住宅

が一戸建ての住宅の場合におい

ては、１の項⑵のアの 又は⑵

のイの に掲げる額）（申請に

併せて法第８条第２項において

準用する第６条第２項の規定に

基づく申出があつた場合におい

ては、一の建築物について第１

６号の表中１６の項に掲げる額

（申請に係る計画に特定建築基

準適合審査をする部分が含まれ

る場合においては当該部分ごと

に同表中２の項に掲げる額の手

数料を加えた額、建築基準法第

８７条の４に規定する昇降機に

係る部分が含まれる場合におい

ては当該昇降機１基について同

表中１８の項又は１９の項に掲

げる額の手数料を加えた額）に

相当する額を加えた額） 

戸建ての住宅の場合においては、 

１の項⑴のアの 又は⑴のイの

に掲げる額）、当該計画が住

宅を増築又は改築する際に認定

を受けたものである場合におい

ては、１の項⑵のアの から

まで又は⑵のイの から まで

に掲げる額（当該住宅が一戸建

ての住宅の場合においては、１

の項⑵のアの 又は⑵のイの

に掲げる額）（申請に併せて法

第８条第２項において準用する

第６条第２項の規定に基づく申

出があつた場合においては、一

の建築物について第１６号の表

中１６の項に掲げる額（申請に

係る計画に特定建築基準適合審

査をする部分が含まれる場合に

おいては当該部分ごとに同表中

２の項に掲げる額の手数料を加

えた額、建築基準法第８７条の

４に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては当該

昇降機１基について同表中１８

の項又は１９の項に掲げる額の

手数料を加えた額）に相当する

額を加えた額） 

 ３ （略） （略） （略）    ３ （略） （略） （略）   

 ４ 法第１０条の規

定に基づく長期 

長期優良住

宅建築等計 

１件につき 

 

 

2,300円 
  ４ 法第１０条の規

定に基づく長期 

長期優良住

宅建築等計 

１件につき  

2,300円 
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  優良住宅建築等

計画等の認定を

受けた地位の承

継の承認の申請

に対する審査 

画等の認定

を受けた地

位の承継の

承認申請手

数料 

     優良住宅建築等

計画の認定を受

けた地位の承継

の承認の申請に

対する審査 

画の認定を

受けた地位

の承継の承

認申請手数

料 

   

 ５ 法第１８条第１

項の規定に基づ

く住宅の容積率

に関する特例の

許可の申請に対

する審査 

認定を受け

た長期優良

住宅建築等

計画に基づ

く建築に係

る住宅の容

積率の特例

許可申請手

数料 

１件につき  

160,000円 
        

  ⒂ （略）   ⒂ （略） 

  ⒃ 建築基準法（以下この号において「法」という。）関係   ⒃ 建築基準法（以下この号において「法」という。）関係 

  事務 名称 金額    事務 名称 金額  

 １～６

６ 

（略） （略） （略）   １～６

６ 

（略） （略） （略）  

 ６７ 法第８５条第６

項の規定に基づ

く仮設建築物の

建築の許可の申

請に対する審査 

仮設建築物

建築許可申

請手数料 

１件につき  

108,000円 
  ６７ 法第８５条第５

項の規定に基づ

く仮設建築物の

建築の許可の申

請に対する審査 

仮設建築物

建築許可申

請手数料 

１件につき  

108,000円 
 

 ６８ 法第８５条第７

項の規定に基づ

く１年を超えて

使用する特別の

必要がある仮設

興行場等の建築

の許可の申請に

対する審査 

１年を超え

て使用する

特別の必要

がある仮設

興行場等建

築許可申請

手数料 

１件につき  

195,000円 
  ６８ 法第８５条第６

項の規定に基づ

く１年を超えて

使用する特別の

必要がある仮設

興行場等の建築

の許可の申請に

対する審査 

１年を超え

て使用する

特別の必要

がある仮設

興行場等建

築許可申請

手数料 

１件につき  

195,000円 
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 ６９～

７９ 

（略） （略） （略）    ６９～

７９ 

（略） （略） （略）   

 ８０ 法第８７条の３

第６項の規定に

基づく建築物の

用途を変更して

一時的に興行場

等として使用す

る場合の制限の

緩和に係る許可

の申請に対する

審査 

建築物の用

途を変更し

て一時的に

興行場等と

して使用す

る場合の制

限の緩和に

係る許可申

請手数料 

１件につき  

108,000円 
  ８０ 法第８７条の３

第５項の規定に

基づく建築物の

用途を変更して

一時的に興行場

等として使用す

る場合の制限の

緩和に係る許可

の申請に対する

審査 

建築物の用

途を変更し

て一時的に

興行場等と

して使用す

る場合の制

限の緩和に

係る許可申

請手数料 

１件につき  

108,000円 
 

 ８１ 法第８７条の３

第７項の規定に

基づく建築物の

用途を変更して

一時的に特別興

行場等として使

用する場合の制

限の緩和に係る

許可の申請に対

する審査 

建築物の用

途を変更し

て一時的に

特別興行場

等として使

用する場合

の制限の緩

和に係る許

可申請手数

料 

１件につき  

195,000円 
  ８１ 法第８７条の３

第６項の規定に

基づく建築物の

用途を変更して

一時的に特別興

行場等として使

用する場合の制

限の緩和に係る

許可の申請に対

する審査 

建築物の用

途を変更し

て一時的に

特別興行場

等として使

用する場合

の制限の緩

和に係る許

可申請手数

料 

１件につき  

195,000円 
 

 ８２ （略） （略） （略）    ８２ （略） （略） （略）   

  ⒄・⒅ （略）   ⒄・⒅ （略） 
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   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、別表、４ 申請手数

料の部、第１６号の改正規定は、公布の日から施行する。 
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第１０２号議案 

 

     八王子市余熱利用センター条例の一部を改正する条例設定

について 

 

 八王子市余熱利用センター条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するも

のとする。 

 

  令和４年９月２日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市余熱利用センター条例の一部を改正する条例 

第１条 八王子市余熱利用センター条例（平成９年八王子市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

   八王子市環境学習センター条例    八王子市余熱利用センター条例 

  

 （設置）  （設置） 

第１条 市民にごみ減量を啓発し、リサイク

ル文化の創造に寄与するとともに、環境学

習の場及び市民相互の親睦の場を提供する

ため、八王子市環境学習センター（以下

「センター」という。）を設置する。 

第１条 市民にごみ減量を啓発し、リサイク

ル文化の創造に寄与するとともに、環境学

習の場及びごみ焼却に伴う余熱を利用した

市民相互の親睦の場を提供するため、八王

子市余熱利用センター（以下「センター」

という。）を設置する。 

  

 （名称及び位置）  （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のと

おりとする。 

第２条 センターの名称及び位置は、次のと

おりとする。 

 名称 八王子市北野環境学習センター  名称 八王子市北野余熱利用センター 

 位置 八王子市北野町５９６番地３  位置 八王子市北野町５９６番地３ 

  

 （使用料）  

第６条の２ センターの施設のうち市民集会

施設、多目的ホール及び室内プールの利用

については、別表第１に定める額の使用料

を徴収する。 
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２ センターの施設のうち室内プールの利用

については、市長は、別表第２に定める額

の室内プール回数券を発行することができ

る。 

 

３ 使用料は、第１項の市民集会施設及び多

目的ホールに係るものについては利用の承

認を受けた際に、室内プールに係るものに

ついては利用前（前項の場合については、

室内プール回数券の交付を受ける際）に納

付しなければならない。 

 

４ 市長は、特別の理由があると認めたとき

は、使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

 

５ 既納の使用料は、還付しない。ただし、

市長は、特別の理由があると認めたとき

は、その額の全部又は一部を還付すること

ができる。 

 

  

 （利用料金）  （利用料金） 

第７条 前条の規定にかかわらず、第１６条

の規定により、市長が指定管理者にセンタ

ーの管理を行わせるときは、センターの施

設のうち市民集会施設、多目的ホール及び

室内プールを利用しようとする者は、その

利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を指定管理者に支払わなければなら

ない。 

第７条 センターの施設のうち市民集会施設、 

多目的ホール及び室内プールを利用しよう

とする者は、その利用に係る料金（以下

「利用料金」という。）を指定管理者（第

１６条に規定する指定管理者をいう。以下

この条から第９条までにおいて同じ。）に

支払わなければならない。 

２ 利用料金は、別表第１に定める額の範囲

内において、指定管理者（第１６条に規定

する指定管理者をいう。以下この条におい

て同じ。）があらかじめ市長の承認を得て

定める。この場合において、別表第１中 

「使用料」とあるのは「利用料金」とする。 

２ 利用料金は、別表第１に定める額の範囲

内において、指定管理者があらかじめ市長

の承認を得て定める。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

６ 指定管理者は、市長が定める基準に該当

すると認めたときは、利用料金を減額し、

又は免除することができる。 

 

７ 既納の利用料金は、還付しない。ただ

し、指定管理者は、市長が定める基準に該

当すると認めたときは、その額の全部又は

一部を還付することができる。 

 

  

  （利用料金の減免） 

第８条 削除 第８条 指定管理者は、市長が定める基準に

該当すると認めたときは、利用料金を減額

し、又は免除することができる。 

  

  （利用料金の不還付） 

第９条 削除 第９条 既納の利用料金は、還付しない。た

だし、指定管理者は、市長が定める基準に

該当すると認めたときは、その額の全部又
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は一部を還付することができる。 

  

 （センターの管理）  （センターの管理） 

第１６条 センターの管理は、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項の規定により、法人その他の団体

であって市長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に行わせることができ

る。 

第１６条 センターの管理は、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項の規定により、指定管理者に行わ

せるものとする。 

  

 （指定管理者が行う業務）  （指定管理者が行う業務） 

第２１条 市長は、次に掲げる業務を指定管

理者に行わせることができる。 

第２１条 市長は、次に掲げる業務を指定管

理者に行わせるものとする。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

別表第１（第６条の２、第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

 種別 利用区分 金額（円）   種別 利用区分 金額（円）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 備考  備考 

  １ 「全日」とは午前９時から午後９時

までをいい、「夜間」とは午後６時か

ら午後９時までをいう。これらの利用

区分に係る時間帯以外の利用に係る使

用料の額は、会議室にあっては１時間

当たり４５０円、和室１、和室２及び

和室３にあっては１時間当たり３６０

円、多目的ホールにあっては１時間当

たり２，８００円とする。 

  １ 「全日」とは午前９時から午後９時

までをいい、「夜間」とは午後６時か

ら午後９時までをいう。これらの利用

区分に係る時間帯以外の利用に係る利

用料金の額は、会議室にあっては１時

間当たり４５０円、和室１、和室２及

び和室３にあっては１時間当たり３６

０円、多目的ホールにあっては１時間

当たり２，８００円を上限とする。 

  ２ （略）   ２ （略） 

  ３ 室内プールを既納の使用料に係る利

用時間を超えて利用した場合には、超

過１時間（１時間に満たない端数は、

これを１時間とする。）につき１時間

分の使用料を支払わなければならない。 

  ３ 室内プールを既納の利用料金に係る

利用時間を超えて利用した場合には、

超過１時間（１時間に満たない端数は、

これを１時間とする。）につき１時間

分の利用料金を支払わなければならな

い。 

  

別表第２（第６条の２、第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

 種別 券面額及び枚数 金額（円）   種別 券面額及び枚数 金額（円）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  

  
第２条 八王子市余熱利用センター条例の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （施設）  （施設） 

第３条 センターには、次の施設を設ける。 第３条 センターには、次の施設を設ける。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

  ⑶ 浴室 

 ⑶ （略）  ⑷ （略） 
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 ⑷ （略）  ⑸ （略） 

 ⑸ （略）  ⑹ （略） 

  

  （浴室を利用することができる者） 

 第５条 センターの施設のうち浴室を利用す

ることができる者は、次の者とする。 

  ⑴ 市内に居住する６０歳以上の者 

  ⑵ 前号に掲げる者のほか、市長が適当と

認めた者 

  

 （利用の承認等）  （利用の承認等） 

第５条 （略） 第６条 （略） 

  

 （使用料）  （使用料） 

第６条 （略） 第６条の２ （略） 

  

 （利用料金）  （利用料金） 

第７条 前条の規定にかかわらず、第１４条

の規定により、市長が指定管理者にセンタ

ーの管理を行わせるときは、センターの施

設のうち市民集会施設、多目的ホール及び

室内プールを利用しようとする者は、その

利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を指定管理者に支払わなければなら

ない。 

第７条 前条の規定にかかわらず、第１６条

の規定により、市長が指定管理者にセンタ

ーの管理を行わせるときは、センターの施

設のうち市民集会施設、多目的ホール及び

室内プールを利用しようとする者は、その

利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を指定管理者に支払わなければなら

ない。 

２ 利用料金は、別表第１に定める額の範囲

内において、指定管理者（第１４条に規定

する指定管理者をいう。以下この条におい

て同じ。）があらかじめ市長の承認を得て

定める。この場合において、別表第１中

「使用料」とあるのは「利用料金」とする。 

２ 利用料金は、別表第１に定める額の範囲

内において、指定管理者（第１６条に規定

する指定管理者をいう。以下この条におい

て同じ。）があらかじめ市長の承認を得て

定める。この場合において、別表第１中

「使用料」とあるのは「利用料金」とする。 

３～７ （略） ３～７ （略） 

  

 第８条 削除 

  

 第９条 削除 

  

 （目的外利用等の禁止）  （目的外利用等の禁止） 

第８条 第５条第２項の承認を受けた者（以

下「利用者」という。）は、その承認を受

けた目的以外に施設を利用し、又はその利

用権を譲渡し、若しくは転貸してはならな

い。 

第１０条 第６条第２項の承認を受けた者

（以下「利用者」という。）は、その承認

を受けた目的以外に施設を利用し、又はそ

の利用権を譲渡し、若しくは転貸してはな

らない。 

  

 （施設の変更等の禁止）  （施設の変更等の禁止） 

第９条 （略） 第１１条 （略） 

  

 （利用承認の取消し等）  （利用承認の取消し等） 

第１０条 （略） 第１２条 （略） 
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 （原状回復義務）  （原状回復義務） 

第１１条 （略） 第１３条 （略） 

  

 （損害賠償義務）  （損害賠償義務） 

第１２条 （略） 第１４条 （略） 

  

 （販売行為の禁止）  （販売行為の禁止） 

第１３条 （略） 第１５条 （略） 

  

 （センターの管理）  （センターの管理） 

第１４条 （略） 第１６条 （略） 

  

 （指定管理者の指定）  （指定管理者の指定） 

第１５条 （略） 第１７条 （略） 

  

第１６条 （略） 第１８条 （略） 

  

第１７条 （略） 第１９条 （略） 

  

 （指定管理者が行う個人情報の取扱い）  （指定管理者が行う個人情報の取扱い） 

第１８条 （略） 第２０条 （略） 

  

 （指定管理者が行う業務）  （指定管理者が行う業務） 

第１９条 （略） 第２１条 （略） 

  

 （委任）  （委任） 

第２０条 （略） 第２２条 （略） 

  

別表第１（第６条、第７条関係） 別表第１（第６条の２、第７条関係） 

 種別 利用区分 金額（円）   種別 利用区分 金額（円）  

 市民集会 

施設 

会議室 全日 ４，９５０   市民集会 

施設 

会議室 全日 ４，９５０  

     和室１、 

和室２、 

和室３ 

夜間 １，１００  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 備考  備考 

  １ 「全日」とは午前９時から午後９時

までをいい、利用区分に係る時間帯以

外の利用に係る使用料の額は、会議室

にあっては１時間当たり４５０円、多

目的ホールにあっては１時間当たり 

２，８００円とする。 

  １ 「全日」とは午前９時から午後９時

までをいい、「夜間」とは午後６時か

ら午後９時までをいう。これらの利用

区分に係る時間帯以外の利用に係る使

用料の額は、会議室にあっては１時間

当たり４５０円、和室１、和室２及び

和室３にあっては１時間当たり３６０

円、多目的ホールにあっては１時間当

たり２，８００円とする。 

  ２・３ （略）   ２・３ （略） 

  

別表第２（第６条、第７条関係） 別表第２（第６条の２、第７条関係） 

 種別 券面額及び枚数 金額（円）   種別 券面額及び枚数 金額（円）  
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           （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  

  
   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和４年１０月１日から、第２条の規定は令和５年 

１月１日から施行する。 
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第１０３号議案 

 

 

東浅川保健福祉センター改修建築工事請負契約の締結につ

いて 

 

 

 下記のとおり工事請負契約を締結するにつき、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

 

                 記 

 

１ 契約の目的  東浅川保健福祉センター改修建築工事 

２ 契 約 金 額  金２億２，４９１万７，０００円 

３ 契 約 先  八王子市旭町１１番６号 

株式会社 田中建設 

代表取締役 田 中 義 照 
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第１０４号議案 

 

 

東浅川保健福祉センター改修空調換気設備工事請負契約の

締結について 

 

 

 下記のとおり工事請負契約を締結するにつき、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

 

                 記 

 

１ 契約の目的  東浅川保健福祉センター改修空調換気設備工事 

２ 契 約 金 額  金４億２，２４０万円 

３ 契 約 先  八王子市長房町１５２９番地５ 

新和・フジ特定建設工事共同企業体 

構成員（代表者）八王子市長房町１５２９番地５ 

株式会社 新和 

代表取締役 堤 政三郎 

構成員     八王子市堀之内二丁目１番地１４ 

                    株式会社 フジ企画 

                     代表取締役 加 藤 雅 明 
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第１０５号議案 

 

 

     一般廃棄物指定収集袋の取得について 

 

 

 下記のとおり一般廃棄物指定収集袋を取得するにつき、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

 

                 記 

 

１ 取 得 の 目 的  一般廃棄物処分用 

２ 種類及び数量  可燃ごみ専用袋  １２，７５７，２００枚 

          不燃ごみ専用袋     ４２０，０００枚 

３ 取 得 金 額  金８，５３７万８，２９９円 

４ 契 約 先  八王子市中野上町二丁目２９番２５号  

           三幸商事株式会社  

            代表取締役 黒 澤 訓 行
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第１０６号議案 

 

 

     食器等の取得について 

 

 

 下記のとおり食器等を取得するにつき、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

 

                 記 

 

１ 取 得 の 目 的  市立中学校給食用 

２ 種類及び数量  食器   ２７，０００個 

          トレイ   ７，６８０枚 

３ 取 得 金 額  金５，３５５万９，０００円 

４ 取 得 先  八王子市越野２１番地９ 

           株式会社 タマチュウ 

            代表取締役 及 川 高 徳 
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第１０７号議案 

 

 

     食缶の取得について 

 

 

 下記のとおり食缶を取得するにつき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

 

                 記 

 

１ 取 得 の 目 的  市立中学校給食用 

２ 種類及び数量  食缶  １，０７５個 

３ 取 得 金 額  金５，２５７万３，９５０円 

４ 取 得 先  八王子市中野山王二丁目４番１６号 

           有限会社 ショービ 

            代表取締役 豊 泉 之 彦 
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第１０８号議案 

 

 

     町区域の変更について 

 

 

 地方自治法第２６０条第１項の規定により、本市内の町区域を次の町区域変更

調書のとおり変更し、土地区画整理法第１０３条第４項の規定による換地処分の

公告があった日の翌日から施行するものとする。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   
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町 区 域 変 更 調 書 

（土地の表示は、令和４年６月１５日現在による。） 

 

次の区域を上野町に編入する。 

  

町    名 地             番 

小 門 町 
１０３の６の一部 １０４の２の一部 １０４の７の一部 

１０５の２の一部 １０５の２４の一部  

台 町 三 丁 目 １の１の一部   

 

次の区域を小門町に編入する。 

  

町    名 地             番 

台 町 四 丁 目 

２３の１から 

２３の８までの各一部 
３０の３の一部 ３１の２の一部 

３１の６の一部 ３４の２の一部 
３５の８から 

３５の１１までの各一部 

３５の４３の一部 
３９の９から 

３９の１３までの各一部  

 上の区域に隣接介在する道路である公有地の全部 

 

次の区域を台町三丁目に編入する。 

  

町    名 地             番 

上 野 町 

８７の１の一部 ８７の７の一部 
９０の１から 

９０の７までの各一部 

９０の１０の一部 ９０の１２の一部 ９０の１５の一部 

９２の２の一部 ９２の３の一部 ９２の６の一部 

１１０の６の一部 １１０の８の一部 １１０の１０の一部 

１１０の１３の一部 １１０の１５の一部 １１０の１６の一部 

 １５９の２７の一部 １６０の５の一部 １６０の６ 

台 町 四 丁 目 １６０の１０の一部 １６０の１２の一部 １６０の１５の一部 

 １６０の１６の一部 １６１の４の一部 １７４の３の一部 
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 １７４の４ １７４の１１の一部 １７４の１３から 

１７４の１８までの各一部 

 １７６の１の一部 １７６の４の一部 １７６の８の一部 

 １７６の１３の一部 １７６の２９ 
１８３の１から 

１８３の３までの各一部 

 １８３の４ １８３の５ １８３の７の一部 

 １８３の９の一部 １８３の１０の一部 １８３の１３ 

 １８３の１４ １８３の１６の一部 １８３の１７ 

 
１８３の２０から 

１８３の２５までの各一部 １８３の２６ 
１８３の２７から 

１８３の２９までの各一部 

 １８３の３２の一部 １８４の２  

 上の区域に隣接介在する道路である国有地、公有地の全部 

 

次の区域を台町四丁目に編入する。 

  

町    名 地             番 

上 野 町 

４５の一部 
４６の１から 

４６の３までの各一部 ４６の５の一部 

４６の６の一部 ４６の８の一部 ４６の９の一部 

６７の１から 

６７の５までの各一部 ６８の２の一部 ６８の１４の一部 

９０の６の一部   

小 門 町 
１０５の２４の一部 １０５の２５の一部 １０８の４の一部 

１０８の１３の一部 １０８の１４の一部  

台 町 三 丁 目 
９の３の一部 ９の４の一部 １０の２の一部 

１０の７の一部 １０の８の一部 １０の１１の一部 

 上の区域に隣接介在する道路である公有地の一部 

 

 

－109－


	＊議案表紙（公表用）
	＊議案目次.doc
	＊第081号議案　教育委員会委員の任命について（個人情報なし）
	＊第082号議案　公平委員会委員の選任について（個人情報なし）
	＊第083号議案　固定資産評価審査委員会委員の選任について（個人情報なし）
	＊第084号議案　自治功労者の推戴について（個人情報なし）
	＊第085号議案　令和４年度八王子市一般会計補正予算（第３号）について
	＊第086号議案　令和４年度八王子市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について
	＊第087号議案　令和４年度八王子市介護保険特別会計補正予算（第１号）について
	＊第088号議案　令和４年度八王子市借入金管理特別会計補正予算（第１号）について
	＊第089号議案　令和４年度八王子市給与及び公共料金特別会計補正予算（第３号）について
	＊第090号議案　八王子市議会議員及び八王子市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例設定について
	＊第091号議案　八王子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例設定について
	＊第092号議案　八王子市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例設定について
	＊第093号議案　職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例設定について
	＊第094号議案　職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例設定について
	＊第095号議案　職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例設定について
	＊第096号議案　外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例設定について
	＊第097号議案　公益的法人等への八王子市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例設定について
	＊第098号議案　八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例設定について
	＊第099号議案　八王子市職員退職手当支給に関する条例の一部を改正する条例設定について
	＊第100号議案　八王子市高校生等医療費助成条例設定について
	＊第101号議案　八王子市手数料条例の一部を改正する条例設定について
	＊第102号議案　八王子市余熱利用センター条例の一部を改正する条例設定について
	＊第103号議案　東浅川保健福祉センター改修建築工事請負契約の締結について
	＊第104号議案　東浅川保健福祉センター改修空調換気設備工事請負契約の締結について
	＊第105号議案　一般廃棄物指定収集袋の取得について
	＊第106号議案　食器等の取得について
	＊第107号議案　食缶の取得について
	＊第108号議案　町区域の変更について



